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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景 

現在、わが国の少子化は急速に進行し、本市の総人口は平成 17年以降、減少傾向で推

移し、令和６年９月１日現在の総人口は 76,787人となっています。一方で、世帯数は増

加傾向で推移し、令和６年には 31,202 世帯で、１世帯あたり人員は 2.46 人となってい

ます。少子高齢化の進行とともに、核家族化も進行している状況となっています。 

国では、こどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国の社会

の真ん中に据えて、強力に進めていくため、令和５年４月に「こども家庭庁」が発足しま

した。こども家庭庁は、こども政策の司令塔となり、省庁の縦割りを排し、取り残すこと

がないようこどもに関する福祉行政を一元的に担うこととなっています。 

同じく令和５年４月から、こどもを権利の主体として位置づけ、その権利を保障する総

合的な法律として「こども基本法」が施行となりました。 

 

〈本市の総人口と世帯数の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（旧二宮町を含む）、令和 6年は市統計（9月 1日現在） 

 

本市では、子育てにおける個別部門計画として令和２年３月に策定した「真岡市子ど

も・子育て支援プラン」に基づき、質の高い幼児教育・保育の総合的な提供、保育の量的

拡大・確保、教育・保育の質的改善、地域のこども・子育て支援の充実等を図るため、地

域住民・事業者・学校などとの連携・協働により、安心してこどもを産み育てることがで

きるまちづくりに努めてきました。 

このたび、真岡市子ども・子育て支援プランが令和６年度で計画期間が終了することか

ら、本市におけるこども・子育て支援を取り巻く現状や課題等を踏まえ、新たに「こども

基本法」に基づき策定する「市町村子ども・若者計画」を包含した「真岡市こども計画」

を策定します。  
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２．こども基本法及び市町村こども計画とは 

「こども基本法」は、すべてのこどもが健やかに成長し、幸福な生活を送ることができ

る社会の実現を目指し、こどもに関する施策を総合的に進めることを目的としています。 

令和５年 12月には、国はこども施策を総合的に推進するための「少子化社会対策大綱」、

「子供・若者育成支援推進大綱」、「子供の貧困対策に関する大綱」を一体化させた「こど

も大綱」を閣議決定し、こども基本法第 10条において、国の「こども大綱」を勘案し、「市

町村こども計画」を策定するよう努力義務が課せられています。 

「市町村こども計画」は、「子ども・子育て支援法」に基づき策定している「子ども・子

育て支援事業計画」と一体の計画として策定することができるとされています。 

 

３．計画の法的根拠 

本計画は、次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づく「市町村行動計画」及び子

ども・子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、こどもの貧

困の解消に向けた対策の推進に関する法律第 10 条第２項に基づく「市町村計画」、子ど

も・若者育成支援推進法第９条第２項に基づく「市町村子ども・若者計画」を一体の計画

として、こども基本法第 10 条に基づく「市町村こども計画」として策定したものです。 

 

〈こども基本法〉 

（都道府県こども計画等） 

第 10条 ２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道

府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条において「市

町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

 

〈次世代育成支援対策推進法〉 

（市町村行動計画） 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を

一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身

の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境

の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市

町村行動計画」という。）を策定することができる。 

 

〈子ども・子育て支援法〉 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（「市町村子ども・子育て支援事業

計画」という。）を定めるものとする。 
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〈こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律〉 

（市町村計画） 

第 10条 ２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案し

て、当該市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画（次項において「市町村計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

 

〈子ども・若者育成支援推進法〉 

（都道府県子ども・若者計画等） 

第９条 ２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が定められていると

きは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案して、当該市町村の区域内

における子ども・若者育成支援についての計画（次項において「市町村子ども・若者計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

 

４．計画の対象 

本計画の対象は、「40 歳未満までのこども・若者（ポスト青年期を含む）とその家庭」

を中心に、地域や学校、事業所、関係団体、行政機関など、地域を構成するすべての個人

と団体としています。 

 

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期  

０歳 ６歳 12歳 18歳 30歳      39歳  

      

      

 

・乳幼児期 義務教育年齢に達するまでの者です。 

・学童期  小学生の者です。 

・思春期  中学生からおおむね 18歳までの者です。 

※思春期の者は、こどもから若者への移行期として、施策により、こども、若者それぞれ

に該当する場合があります。 

・青年期  おおむね 18歳から 30歳未満の者です。 

・ポスト青年期 青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展させていく資質・能力を養う努

力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で、困難を有する 40歳未満の者です。 

・こども  乳幼児期、学童期および思春期の者です。 

・若者  思春期、青年期の者です。 

（※施策によっては、40歳未満までのポスト青年期の者も対象とします。） 

※内閣府「子供・若者育成支援推進大綱」に記載の用語によります。 

  

こども・若者 ０歳～30歳未満 

こども 

若者 



第１章 計画の策定にあたって 

6 

地域福祉計画（保健福祉に関連する分野を横断的につなぐ計画） 

５．計画の期間 

計画の期間は、令和７年度から令和 11年度までの５か年とします。 

ただし、社会情勢の変化などに応じて、適宜必要な見直しができるものとします。 
 

６．計画の位置づけ 

本計画は、本市の最上位計画である「真岡市総合計画 2025-2029」を基盤としながら、

福祉に関連する高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、健康増進等の各個別計画を横断的

につなぐ計画である「地域福祉計画」を上位計画として位置づけ、関連計画も含めて整合

性や連携を図り策定しました。 

また、栃木県の「栃木県こども計画」との整合を図り策定しました。 
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７．基本理念～真岡市が目指す姿～ 

 

 

未来を築く元気な『もおかっ子』を育てるまち 
 

 

こども・若者は、未来を築く大切な存在です。 

生まれた環境、生活状況、障がいの有無、国籍などにかかわらず、すべてのこどもたちが

平等に夢や希望をもち、健やかに成長してほしいと願っています。 

本市の「総合計画 2025-2029」で掲げた将来都市像「ＪＵＭＰ ＵＰ もおか～だれもが“わ

くわく”するまち～」の実現に向けて、総合的なまちづくりを推進するとともに、「もおか

っ子をみんなで育てよう」条例に基づき、保護者、地域住民、学校、事業者、行政等がそ

れぞれの責務が果たせるよう連携・協働を図ることが重要です。 

こども・若者が地域に愛着と誇りをもち、等しく権利が保障され、それぞれの人生に

輝きをもち、心身ともに健やかに成長できる地域社会であるために、本市は、未来を築

くもおかっ子がふるさと真岡を愛し、夢や希望をもち、幸福を実感できるようなまちづ

くり、さらに、誰もが希望に応じて結婚、妊娠・出産することができ、子育ての喜びを

実感できるまちの実現を目指します。 

 

〈「もおかっ子」を育てる主な支援機関〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40歳未満までの 

こども・若者と 

その家庭 

医療機関 

市役所 

保育所（園）・認定こども園・幼稚園 

子育て支援センター 

こども発達支援センターひまわり園 

児童相談所 

 

ＮＰＯ・ボランティア 

児童館・公民館 

障害児者相談支援センター 

 

地域住民 

こども家庭センター 

学校 
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８．こども・若者支援に係る主な関係各課等 

こども・若者支援に係る主な関係各課等は、以下のとおりです。 

 

〈こども・若者支援に係る庁内関係各課等の連携図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭課 

保育課 

こども・子育て支援施策全般 

教育・保育事業の展開 

地域こども・子育て支援の展開 

母子保健施策の展開 

少子化対策の推進 

総合政策課 

総合計画 2025-2029 

少子化対策の推進 社会福祉課 

地域福祉の推進 

障がい児施策 

くらし安全課 

外国籍のこども・家庭への支援 

防犯・交通安全施策の展開 

 

生涯学習課 

生涯学習の推進 

商工観光課 

労働者・企業へワーク・ライ

フ・バランスの意識の啓発 

社会福祉協議会 

地域福祉の実践 

出会い結婚サポートセンター 

出会い・結婚の支援 

学校教育課 

学校教育の充実 

建設課 

生活環境全般の整備 

健康増進課 

小児医療体制の充実 

農政課 

食育の推進 

市民協働推進室 

男女共同参画の推進 
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第２章 こども・若者を取り巻く現状 

１．統計で見る本市の現状 

（１）人口の推移 

①総人口と年齢階層別人口の推移 

本市の総人口は、令和６年で 78,571 人、平成 27 年の 81,119 人に対し、2,548 人の減

少となっています。 

年齢階層別人口の構成比を見ると、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～64

歳）は減少する一方、高齢者人口（65歳以上）は増加を続け、令和６年で高齢化率は 28.4％

となっています。 

 

〈本市の総人口と年齢階層別人口の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 

 

〈年齢階層別人口の構成比の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在）  

11,518 11,375 11,245 11,054 10,869 10,544 10,290 9,994 9,694 9,331 

50,962 50,197 49,849 49,369 48,896 48,274 47,786 47,246 47,319 46,946 

18,639 19,268 19,827 20,331 20,868 21,333 21,757 22,054 22,180 22,294 

81,119 80,840 80,921 80,754 80,633 80,151 79,833 79,294 79,193 78,571 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上） 総人口

（人）

本計画での人口は、住民基本台帳の人口実績を統計として示しています。 
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（人）

②児童人口の推移 

本市の児童人口は、令和６年で 11,596 人、平成 27 年の 13,923 人に対し、2,327 人の

減少となっています。また、０～５歳では、令和６年で 3,022人、平成 27年の 4,396人

に対して 1,374人の減少と、他の年齢区分と比べて大きく減少しています。 

 

〈本市の児童人口の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 

 

③外国籍児童人口の推移 

本市の外国籍児童人口は、令和６年で 490人、平成 27年の 561人に対し、71人の減少

となっています。過去５年間を見ると、概ね横ばいでの推移となっています。 

 

〈本市の外国籍児童人口の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 
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④世帯総数及び１世帯あたり人員の推移 

本市の世帯総数は、令和６年で 33,181 世帯、平成 27 年の 29,359 世帯に対し、3,822

世帯の増加となっています。 

１世帯あたりの人員は、年々減少し、令和６年で 2.37人となっています。 

 

〈世帯総数及び１世帯あたり人員の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 
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（２）人口推計 

 

 

 

①総人口と年齢階層別人口の推計 

本市の人口推計を見ると、令和 11年には、総人口が 76,159人で、年少人口は 7,825人

と８千人を切ることが予測されます。 

年齢階層別人口の構成比を見ると、年少人口（０～14 歳）は減少する一方、生産年齢

人口（15～64歳）及び高齢者人口（65歳以上）は増加を続け、令和 11年には高齢化率は

29.3％と予測されます。 

 

〈本市の総人口と年齢階層別人口の推計〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コーホート変化率法による人口推計（各年 4月 1日現在） 

 

〈年齢階層別人口の構成比の推計〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：コーホート変化率法による人口推計（各年 4月 1日現在） 

  

8,978 8,718 8,402 8,077 7,825 

46,740 46,429 46,329 46,209 46,039 

22,415 22,518 22,452 22,394 22,295 

78,133 77,665 77,183 76,680 76,159 
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高齢者人口（65歳以上） 総人口

（人）

本計画では、教育・保育事業等の量の見込みを算出するため、住民基本台帳の人口を基に、コーホート

変化率法による人口推計を採用しています。 
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②児童人口の推計 

本市の児童人口の推計を見ると、令和 11年には、児童人口が 9,972人で、令和６年と

比べて、０～５歳が 378人、６～11歳が 933人、12～17歳が 313人の減少となっていま

す。 

 

〈本市の児童人口の推計〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 

実績値 推計値 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

令和 

７年 

令和 

８年 

令和 

９年 

令和 

10年 

令和 

11年 

０歳 483 429 430 439 434 431 428 426 

１歳 509 514 424 442 451 446 443 440 

２歳 541 517 525 428 446 455 450 447 

０～２歳 計 1,533 1,460 1,379 1,309 1,331 1,332 1,321 1,313 

３歳 604 529 510 517 421 439 448 443 

４歳 619 608 528 512 519 423 441 450 

５歳 655 618 605 525 509 516 420 438 

３～５歳 計 1,878 1,755 1,643 1,554 1,449 1,378 1,309 1,331 

０～５歳 合計 3,411 3,215 3,022 2,863 2,780 2,710 2,630 2,644 

６歳 679 652 615 602 522 506 513 418 

７歳 719 679 648 613 600 520 504 511 

８歳 682 725 677 648 613 600 520 504 

６～８歳 計 2,080 2,056 1,940 1,863 1,735 1,626 1,537 1,433 

９歳 757 683 720 676 647 612 599 519 

10歳 754 757 679 718 674 645 610 597 

11歳 696 754 754 680 719 675 646 611 

９～11歳 計 2,207 2,194 2,153 2,074 2,040 1,932 1,855 1,727 

６～11歳 合計 4,287 4,250 4,093 3,937 3,775 3,558 3,392 3,160 

12～17歳 4,617 4,538 4,481 4,453 4,365 4,334 4,217 4,168 

児童人口 12,315 12,003 11,596 11,253 10,920 10,602 10,239 9,972 

資料：実績値 住民基本台帳／推計値 コーホート変化率法による人口推計 

（各年 4月 1日時点の住民基本台帳登録者数）  

2,863 2,780 2,710 2,630 2,644 

3,937 3,775 3,558 3,392 3,160 

4,453 4,365 4,334 4,217 4,168 

11,253 10,920 10,602 10,239 9,972 
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（３）出生数及び合計特殊出生率の推移 

本市の出生数は、平成 25年から平成 30年までを見ると、600人を超える出生数で推移

していますが、令和２年以降は 400人台で推移し、令和５年で 426人となっています。 

合計特殊出生率を見ると、令和４年で本市は 1.11、栃木県が 1.24、全国が 1.26と、栃

木県と全国を下回る数値となっています。本市の合計特殊出生率は、近年、栃木県と全国

を下回る数値で推移しています。 

 

〈本市の出生数〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県保健統計年報 

 

〈合計特殊出生率〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県保健統計年報 

※合計特殊出生率：15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計した数字で、一人の女性が生涯に産む

と考えられるこどもの数（出生率＝母の年齢別出生数／年齢別女子人口）。 
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（４）未婚率の推移 

本市の年代別未婚率は、男女ともに増加傾向で推移しています。平成 12年と令和２年

を比べて大きく増加しているのは、男性では 35～39 歳で 13.3 ポイント、女性では 25～

29歳で 13.7ポイントの増加となっています。 

 

〈男性の年代別未婚率の推移〉 〈女性の年代別未婚率の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（旧二宮町を含む） 
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（５）女性就業率の推移 

本市の女性就業率は、出産・子育てを迎える人が多くなる 30 歳代で一時的に減少し、

40歳代で再び増加する、いわゆる「Ｍ字カーブ」となっています。平成 12年以降、Ｍ字

カーブの底が上昇していることから、出産・子育てを迎えるにあたり、一時的に就業を中

断せざるを得ない状況は改善の傾向が見られるものの、依然として 30～34歳では出産・

子育てにより就労を中断している状況となっています。 

 

〈女性就業率の推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（旧二宮町を含む） 
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平成12年（真岡市） 13.6% 69.8% 66.2% 59.4% 66.9% 73.6% 75.7% 71.0% 61.1% 45.2% 36.8% 27.8% 16.4% 5.8% 1.7%

平成17年（真岡市） 15.3% 67.5% 64.0% 62.1% 64.7% 73.8% 75.9% 71.4% 63.5% 45.2% 35.0% 27.4% 17.3% 7.2% 2.2%

平成22年（真岡市） 12.2% 64.5% 67.3% 64.1% 65.9% 70.4% 75.0% 72.6% 63.6% 45.7% 31.1% 21.6% 15.4% 7.5% 1.9%

平成27年（真岡市） 13.0% 66.0% 74.6% 70.1% 75.4% 76.5% 79.9% 76.6% 70.8% 53.5% 36.4% 25.6% 17.4% 9.6% 2.7%

令和２年（真岡市） 12.9% 72.9% 80.8% 76.0% 78.7% 79.2% 79.4% 79.3% 74.9% 59.2% 41.2% 27.6% 18.4% 9.7% 3.2%

令和２年（栃木県） 13.4% 67.8% 80.3% 74.7% 75.1% 78.8% 79.8% 77.9% 73.1% 60.8% 41.5% 28.0% 15.4% 8.8% 3.2%

令和２年（全国） 15.8% 70.3% 82.5% 75.9% 75.4% 78.4% 79.5% 77.7% 73.2% 60.4% 40.5% 26.5% 14.7% 7.8% 2.8%
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２．子育て支援サービスなどの現状 

（１）保育所（園）などの状況 

①保育所（園）及び認定こども園入所児童数 

本市の令和６年度の施設数は、公立保育所が４か所、私立保育園が６か所、認定こども

園が８か所、小規模保育施設が３か所、家庭的保育施設が１か所となっています。 

入所児童数は、令和５年度は 1,984 人で、令和元年度の 2,106 人から 122 人の減少と

なっています。 

また、入所率は減少傾向で推移し、令和５年度は 86.2％となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

公立保育所（人） 292 283 292 275 259 

私立保育園（人） 755 747 736 734 713 

認定こども園（保育）（人） 1,005 1,000 977 949 961 

小規模保育施設（人） 54 58 55 48 48 

家庭的保育施設（人） － 3 3 3 3 

合計（人） 2,106 2,091 2,063 2,009 1,984 
 

定 員（人） 2,205 2,208 2,218 2,263 2,301 

入所率（％） 合計／定員 95.5 94.7 93.0 88.8 86.2 

資料：保育課（各年度 3月 1日現在） 

 

②保育所（園）入所待ち児童数 

保育所（園）入所待ち児童数は、令和元年度が 48 人で、その後、減少傾向で推移し、

令和６年度は 12人となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

０歳児（人） 24 8 5 16 10 3 

１・２歳児（人） 18 25 19 3 10 6 

３～５歳児（人） 6 4 1 1 1 3 

合計（人） 48 37 25 20 21 12 

資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 

 

 

 

  

■保育所入所待ち児童とは 

希望する保育所に入所していない全部の児童（保育に欠ける要件に該当しない児童を含む。）のことをい

う。正式な定義はなく、「保留児童」と呼ぶこともある。保育所入所待ち児童には、厚生労働省の定めた「待

機児童」が内在している。 
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③保育所（園）待機児童数 

待機児童数は、令和元年度が３人で、令和２年度以降は０人となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

０歳児（人） 0 0 0 0 0 0 

１・２歳児（人） 3 0 0 0 0 0 

３～５歳児（人） 0 0 0 0 0 0 

合計（人） 3 0 0 0 0 0 

資料：保育課（各年度 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

④認可外保育施設の利用状況 

認可外保育の施設数は、令和６年４月１日現在３か所となっています。 

 

区分 施設名 ０歳 １・２歳 ３～５歳 合計 定員 入所率 

事
業
所
内 

真岡病院託児所（人） 0 3 6 9 24 37.5％ 

古河ヤクルト販売㈱ 

真岡西センター託児室 

（人） 

1 0 1 2 18 11.1％ 

にじいろ保育園（人） 

※１ 
0 0 0 0 39 0％ 

合計（人） 1 3 7 11 81 13.6％ 

資料：保育課（令和 6年 4月 1日現在） 

※１：企業主導型 

  

■保育所入所待機児童とは 

（平成 19年 3月 20日雇児保発第 0330001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知。平成 22年

3月 25日雇児保発 0325第 1号一部改正より） 

保育に欠ける要件を満たしており、保育所に入所できない児童で、次のような児童は含まない。「保護者

が主に自宅で求職活動をしている」、「認可外保育施設に入所している」、「保育ママを利用している」、「保

育所入所中であるが転園を希望している」、「産休中又は育休中である」、「他に入所可能な保育所があるに

も関わらず特定の保育所のみ希望している」など。 
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（２）子育て支援サービスの状況 

①一時預かり事業の状況 

一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児

について、主として昼間において、保育所（園）、認定こども園、幼稚園、地域子育て支

援拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業であり、令和５年度は５か

所で実施しています。延べ利用人数は、令和５年度は 215人と、令和４年度の 95人から

120人の増加となっています。要因としては、新型コロナウイルス感染症の５類相当への

移行などが影響していると考えられます。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

実施施設数（か所） 5 5 5 5 5 

延べ利用人数（人） 149 151 112 95 215 

資料：保育課 

 

②障がい児保育事業の状況 

障がい児保育事業の対象となっている保育所（園）は、令和元年度は 11か所であった

のに対し、令和５年度では 17か所となっています。実施施設数の増加に伴い、延べ利用

人数も増加しており、令和元年度が 28 人であったのに対し、令和５年度では 51 人とな

っています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

実施施設数（か所） 11 12 15 14 17 

延べ利用人数（人） 28 32 42 34 51 

資料：保育課 
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③病児・病後児保育事業の状況 

病児・病後児保育とは、病院・保育所（園）等に付設された専用スペース等において、

保育士や看護師等が一時的に保育等をする事業です。 

病児保育事業は、令和５年度は１か所で実施しています。延べ利用人数は、令和５年度

は 1,531人と、令和２年度の 293人から 1,238人の増加となっています。 

病後児保育事業は、令和５年度は１か所で実施しています。延べ利用人数は、令和５年

度は 21人と、令和４年度の１人から 20人の増加となっています。 

これらの要因としては、共働き世帯の増加や新型コロナウイルス感染症やインフルエ

ンザ等の拡大により、保護者の就業継続のために必要とする家庭が増加したと考えられ

ます。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

病
児 

実施施設数（か所） 1 1 1 1 1 

延べ利用人数（人） 453 293 964 1,018 1,531 

病
後
児 

実施施設数（か所） 1 1 1 1 1 

延べ利用人数（人） 42 2 46 1 21 

資料：保育課 

 

④放課後児童クラブの状況 

放課後児童クラブとは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学してい

る児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生

活の場を与えて、その健全な育成を図る事業であり、令和５年５月１日現在、市内では 18

クラブが運営されています。入所児童数は、令和５年度は 981人と、令和元年度の 877人

から 104人の増加となっています。要因としては、共働き世帯の増加による影響と考えら

れます。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

クラブ数（か所） 17 17 18 18 18 

入所児童数（人） 877 918 912 945 981 

資料：保育課（各年度 5月 1日現在） 
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⑤地域子育て支援センターの状況 

地域子育て支援センターとは、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設

し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業であり、令和５年

度は３か所で実施しています。延べ利用者数は、令和５年度は 21,551人と、令和２年度

の 12,147人から 9,404人の増加となっています。要因としては、新型コロナウイルス感

染症の５類相当への移行などが影響していると考えられます。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

実施施設数（か所） 3 3 3 3 3 

延べ利用者数（人） 27,877 12,147 14,736 17,578 21,551 

資料：こども家庭課 

 

⑥ファミリー・サポート・センターの状況 

ファミリー・サポート・センターとは、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保

護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行う

ことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業であり、令和５年度の

活動件数は 78件となっています。令和２年度以降、100件を切る件数で推移しています。 

依頼会員は、300 人程度で推移している一方で、提供会員は令和元年度で 48 人、令和

５年度で 33人と減少傾向となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

活動件数（延べ件数） 278 49 39 17 78 

会
員
数 

依頼会員（人） 293 300 298 289 283 

提供会員（人） 48 42 40 34 33 

両方会員（人） 6 7 5 5 5 

合計（人） 347 349 343 328 321 

資料：こども家庭課（各年度 4月 1日現在） 
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（３）幼稚園の状況 

幼稚園は、私立が 12園（内、認定こども園が８か所）となっています。入園児童数は、

令和６年度が 444人で、入園率は 44.6％となっています。 

 

入園児童数 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

私立幼稚園（人） 301 301 288 273 251 218 

認定こども園【教育】（人） 469 431 373 330 262 226 

合計（人） 770 732 661 603 513 444 
 

定 員（人） 1,258 1,183 1,173 1,155 1,097 995 

入園率（％） 61.2 61.9 56.4 52.2 46.8 44.6 

資料：保育課（各年度 5月 1日現在） 

 

 

（４）小学校・中学校の状況 

①小学校の状況 

小学校は、令和６年度で 14校となっています。児童数は、令和元年度以降、減少傾向

で推移し、令和６年度で 4,021人となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

学校数（校） 14 14 14 14 14 14 

児童数（人） 4,480 4,383 4,339 4,229 4,192 4,021 

資料：学校教育課（各年度 5月 1日現在） 

 

②中学校の状況 

中学校は、令和６年度で９校となっています。生徒数は、令和元年度以降、減少傾向で

推移し、令和６年度で 2,162人となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

学校数（校） 9 9 9 9 9 9 

生徒数（人） 2,281 2,255 2,223 2,247 2,172 2,162 

資料：学校教育課（各年度 5月 1日現在） 
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（５）障がい児通所施設の状況 

障がい児通所施設の利用状況については、児童発達支援は増加傾向で推移し、令和５年

度は 115人となっています。 

また、放課後等デイサービスも増加傾向で推移し、令和５年度は 290人と、令和元年度

の 197人から 93人の増加となっています。 

これらの要因としては、民間の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

の新規開設が影響しており、令和５年度で児童発達支援事業所が 11か所、放課後等デイ

サービス事業所が 22か所となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

児童発達支援（人） 86 90 97 99 115 

放課後等デイサービス（人） 197 210 227 258 290 

資料：社会福祉課（各年度 3月 31日現在） 

対象児童：18歳未満 
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（６）児童虐待などの現状 

①家庭児童相談室への相談件数 

家庭児童相談室への新規相談件数は、令和５年度が 165件となっています。 

相談区分を見ると、近年はその他の相談が多く、令和元年度の 10件から令和５年度に

は 68件と大きく増加しています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

養 護 相 談（件） 108 183 92 77 78 

保 健 相 談（件） 2 0 0 0 0 

障 がい相 談（件） 4 2 2 1 1 

非 行 相 談（件） 0 0 1 1 0 

育 成 相 談（件） 8 10 17 20 18 

その他の相談（件）※１ 10 18 23 55 68 

合計（件） 132 213 135 154 165 

資料：こども家庭課 

※１：家族間トラブルに関する相談、関係機関の調整相談、子育て支援サービス等の情報提供など 

 

②児童虐待認知件数 

児童虐待認知件数は、令和５年度で 79件となっています。令和元年度と比べると、10

件の増加となっています。令和５年度の虐待区分を見ると、「心理的虐待」が 34件で最も

多く、次いで「ネグレクト」が 22件、「身体的虐待」が 21件となっています。 

 

区分 
令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

件 数（件） 69 75 48 60 79 

 

■令和５年度 

区分 ０～３歳未満児 ３～就学前児 小学生 中学生 高校生～18歳 合計 

身体的虐待（件） 1 3 14 1 2 21 

ネグレクト（件） 2 5 10 4 1 22 

心理的虐待（件） 10 6 14 3 1 34 

性 的 虐 待（件） 0 1 1 0 0 2 

合計（件） 13 15 39 8 4 79 

資料：こども家庭課 
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３．ニーズ調査結果から見る子育て家庭の現状 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

本調査は、市民の皆さまのこども・若者支援に関するご意見・ご要望や、現在の生活状

況等を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施しました。 

※前回調査は、平成 30年度に実施しています。 

 

②調査対象者・実施概要 

調査区分 内容 調査方法 調査期間 

ア 就学前児童保護者 

令和６年１月１日現在、本市に在

住する就学前児童のいる保護者

を対象に調査を実施 

郵送配布／ 

郵送回収 

令和６年３月１日～

令和６年４月 12日 

イ 小学生保護者 
小学校に通学しているお子さん

の保護者を対象に調査を実施 

ウ 妊婦 

令和５年４月 15 日から令和６年

１月 15 日の間に、妊娠の届出を

行った妊婦を対象に調査を実施 

令和６年２月２日～

令和６年４月 12日 

エ 小学５年生児童 
市内の小学校に通う小学５年生

全員 

学校を通じて

配布／ 

郵送回収 

令和６年２月９日～

令和６年４月 12日 

オ 小学５年生保護者 
市内の小学校に通う小学５年生

全員の保護者 

カ 中学２年生生徒 
市内の中学校に通う中学２年生

全員 

キ 中学２年生保護者 
市内の中学校に通う中学２年生

全員の保護者 

ク こども・若者 

令和６年１月１日現在、本市に在

住する 15歳〜39歳を対象に調査

を実施 

郵送配布／ 

郵送回収 

令和６年３月１日～

令和６年４月 12日 

 

③回収結果 

調査区分 配布数 回収数 回収率 

ア 就学前児童保護者 800件 471件 58.9％ 

イ 小学生保護者 750件 406件 54.1％ 

ウ 妊婦 256件 172件 67.2％ 

エ 小学５年生児童 745件 401件 53.8％ 

オ 小学５年生保護者 745件 414件 55.6％ 

カ 中学２年生生徒 767件 385件 50.2％ 

キ 中学２年生保護者 767件 397件 51.8％ 

ク こども・若者 800件 255件 31.9％ 
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（２）調査結果 ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者／ウ 妊婦 

①母親の就労状況 ア 就学前児童保護者 

母親の就労状況について、“就労している”の合計値は 75.4％と、前回調査と比べて、

7.2ポイントの増加となっています。女性の社会進出が促進されていることにより、共働

き世帯が増加していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②父親の育児休業の取得状況 ア 就学前児童保護者 

父親の育児休業の取得状況について、「取得した（取得中である）」を見ると、今回調査

では 14.6％と、前回調査と比べて、10.9ポイントの増加となっていることから、育児休

業の取得が促進されていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1 

0.6 

14.6 

3.7 

76.4 

85.5 

7.9 

10.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前児童

保護者【父】

今回 n=471

就学前児童

保護者【父】

前回 n=1,249

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

30.4 

31.4 

17.2 

6.1 

22.5 

28.5 

5.3 

2.2 

22.7 

29.1 

1.3 

1.7 

0.6 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前児童

保護者【母】

今回 n=471

就学前児童

保護者【母】

前回 n=1,249

フルタイムで就労している

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労している

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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③病気やケガで教育・保育が利用できなかった場合の対処方法 ア 就学前児童保護者 

病気やケガで教育・保育が利用できなかった場合の対処方法については、「母親が休ん

だ」が 86.6％で最も高く、次いで「父親が休んだ」が 41.3％、「親族・知人に子どもをみ

てもらった」が 34.4％となっています。 

「父親が休んだ」を見ると、前回調査と比べて、8.8 ポイントの増加となっています。

増加の要因としては、女性の社会進出により、共働き世帯が増加していることから、夫婦

間で調整を図りながら対処している家庭が増えたと推察されるとともに、新型コロナウ

イルス感染症などの影響により、在宅勤務など多様な働き方が選択できるようになった

ことが影響しているのではないかと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.6 

41.3 

34.4 

15.0 

12.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.8 

79.4 

32.5 

43.6 

16.2 

2.1 

0.0 

0.3 

0.4 

3.2 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

病児の保育を利用した

父親または母親のうち就労していない方が子どもをみた

病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

就学前児童保護者 今回 n=247

就学前児童保護者 前回 n=729
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④子育てと仕事の両立で大変なこと ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

子育てと仕事の両立で大変なことについて、「子どもの急な体調の変化への対応」を見

ると、就学前児童保護者が 71.5％、小学生保護者が 64.8％となっています。 

共働き世帯が増加する中、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどは、罹患を

すれば通園・出席停止の期間も定められていることから、こどもの予測できない体調の変

化への対応は、多くの保護者が大変だと感じているという状況がうかがえます。このよう

な状況は、子育てとの両立を大変だと感じる割合にも影響していると推察されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.5 

64.1 

40.1 

39.5 

28.0 

25.3 

12.1 

8.5 

6.6 

5.5 

2.5 

2.3 

3.2 

64.8 

54.2 

36.5 

41.4 

24.9 

17.7 

17.0 

6.7 

6.9 

10.8 

6.7 

2.2 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの急な体調の変化への対応

子育てとの両立

自分の自由な時間がもてない

子どもと接する時間が少ない

自分の体調が悪い時、みてくれる人がいない

職場の理解が得られない

配偶者（パートナー）が家事・育児に対して非協力的

希望する保育所（園）などに預けられない

家族の理解が得られない

介護との両立

特に大変だと感じることはない

その他

無回答
就学前児童保護者 今回 n=471

小学生保護者 今回 n=406
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⑤低学年における放課後の過ごし方 ア 就学前児童保護者 

低学年における放課後の過ごし方について、「放課後児童クラブ」を見ると、前回調査

と比べて、10.9 ポイントの増加となっています。一方で、「自宅」は 6.3 ポイント、「習

い事」は 10.0ポイントの減少となっています。 

低学年における放課後児童クラブへの需要が伸びている要因としては、共働き世帯の

増加が考えられます。一方で、現在の需要は高く出ているものの、近年の出生数は 10年

前と比べて大きく減少していることから、需要と供給のバランスを検討しながら放課後

児童クラブの安定供給を検討していく必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.7 

38.3 

26.7 

20.0 

10.0 

5.0 

0.0 

0.0 

8.3 

8.3 

45.8 

44.6 

36.7 

11.3 

11.3 

1.3 

0.8 

0.0 

5.0 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80%

放課後児童クラブ（学童保育）

自宅

習い事

祖父母または親族宅

放課後子ども教室

放課後等デイサービス

児童館

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答
就学前児童保護者 今回 n=60

就学前児童保護者 前回 n=240
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⑥子育てに関する情報の入手先 ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者 

■妊婦 

子育てに関する情報の入手先については、「インターネット、ＳＮＳ」が 88.4％で最も

高く、次いで「親族」が 64.0％、「病院・医師・看護師等」が 52.3％となっています。 

「インターネット、ＳＮＳ」は、前回調査と比べて、11.9 ポイントの増加となってい

ます。情報社会は急速に加速し、子育てに関する情報の入手先に変化が生じています。一

方で、情報が多様化する中で、情報を選択する能力であるメディアリテラシーが、ますま

す重要とされる社会になっていくと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.4 

64.0 

52.3 

50.0 

29.1 

22.1 

12.2 

11.6 

11.0 

5.2 

2.3 

1.2 

0.0 

0.0 

1.2 

0.6 

1.7 

1.2 

76.5 

68.7 

57.5 

63.7 

29.1 

31.3 

0.6 

19.0 

19.6 

11.2 

1.7 

2.2 

1.7 

0.6 

0.6 

1.1 

2.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネット、ＳＮＳ

親族（親、兄弟など）

病院・医師・看護師等

隣近所の人、知人、友人

市役所

書籍・雑誌等

子育て世代包括支援センター

市の広報やパンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

コミュニティ誌

図書館

サークルの仲間

公民館

県東健康福祉センター（栃木県）

情報の入手手段がわからない

情報の入手先がない

その他

無回答

妊婦 今回 n=172

妊婦 前回 n=179
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■就学前児童保護者 

子育てに関する情報の入手先については、「インターネット、ＳＮＳ」が 66.0％で最も

高く、次いで「知人や友人」が 55.8％、「幼稚園、保育所（園）、認定こども園」が 53.7％

となっています。 

「インターネット、ＳＮＳ」は、前回調査と比べて、16.5 ポイントの増加となってい

ます。就学前児童でも、妊婦の結果と同様に、情報の入手先に変化が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.0 

55.8 

53.7 

47.1 

25.5 

15.1 

14.4 

10.2 

7.0 

5.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.6 

1.3 

2.1 

49.5 

67.7 

65.3 

54.7 

27.1 

23.4 

12.1 

13.8 

11.4 

2.3 

1.4 

0.8 

1.4 

2.1 

2.0 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

インターネット、ＳＮＳ

知人や友人

幼稚園、保育所（園）、認定こども園

親族（親、兄弟姉妹、祖父母など）

市のホームページや広報・パンフレット

テレビ、ラジオ、新聞

子育て支援センター

近所の人

市販の子育て情報誌・育児書

市の子育て関連担当窓口

子育てサークルの仲間

民生委員・児童委員

情報の入手先がない

情報の入手手段がわからない

その他

無回答
就学前児童保護者 今回 n=471

就学前児童保護者 前回 n=1,249
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⑦市に期待する子育て支援 ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

■妊婦 

市に期待する子育て支援については、「子連れでもでかけやすく、楽しめる場所を増や

してほしい」が 73.3％で最も高く、次いで「保育所（園）や幼稚園・認定こども園等にか

かる費用負担を軽減してほしい」が 66.9％、「安心して子どもが医療機関にかかれる体制

（小児医療体制、救急医療体制など）を整備してほしい」が 48.8％となっています。 

「保育所（園）を増やしてほしい」は、前回調査と比べて、15.0ポイントの減少となっ

ています。地域における保育所（園）が充足していると感じている方が増えていると考え

られます。一方で、上位に挙げられている項目には大きな変化がないため、引き続き、こ

れらの支援の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.3 

66.9 

48.8 

47.7 

37.2 

31.4 

29.7 

29.1 

26.7 

25.0 

22.1 

20.9 

19.2 

10.5 

8.7 

1.2 

76.5 

60.9 

44.1 

49.7 

29.1 

46.4 

21.8 

25.1 

25.7 

29.1 

15.6 

17.9 

25.7 

8.9 

3.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子連れでもでかけやすく、楽しめる場所を増やして

ほしい

保育所（園）や幼稚園・認定こども園等にかかる

費用負担を軽減してほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制（小児医療

体制、救急医療体制など）を整備してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して

職場環境の改善を働きかけてほしい

児童館・子育て支援センターなど、親子が安心して

集まれる身近な場、イベントの機会がほしい

保育所（園）を増やしてほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による

保育サービスを充実してほしい

子育てに困ったときに相談したり、情報を得られる

場を作ってほしい

お子さんの発育・発達に不安を抱える保護者の方が

相談できる専門の窓口を設置してほしい

認定こども園を増やしてほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

子育てに関する情報発信をしてほしい

幼稚園を増やしてほしい

地域の自治公民館を活用した、子育て関連の活動を

充実してほしい

その他

無回答
妊婦 今回 n=172

妊婦 前回 n=179
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■就学前児童保護者 

市に期待する子育て支援については、「子連れでもでかけやすく、楽しめる場所を増や

してほしい」が 74.9％で最も高く、次いで「保育所（園）や幼稚園・認定こども園等にか

かる費用負担を軽減してほしい」が 47.8％、「残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企

業に対して職場環境の改善を働きかけてほしい」が 41.8％となっています。 

「児童館・子育て支援センターなど、親子が安心して集まれる身近な場、イベントの機

会がほしい」は、前回調査と比べて、7.8ポイントの増加となっています。新型コロナウ

イルス感染症などの拡大により、身近な場所での交流機会が制限されていたことから、交

流やイベントの機会を求める声が増加していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.9 

47.8 

41.8 

41.0 

34.0 

21.9 

20.6 

19.5 

18.0 

17.4 

14.2 

12.1 

10.8 

6.8 

5.3 

2.8 

76.3 

47.9 

37.9 

44.4 

26.2 

17.7 

21.5 

17.0 

17.8 

18.5 

14.2 

14.9 

11.0 

8.6 

4.2 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子連れでもでかけやすく、楽しめる場所を増やして

ほしい

保育所（園）や幼稚園・認定こども園等にかかる

費用負担を軽減してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して

職場環境の改善を働きかけてほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制（小児医療

体制、救急医療体制など）を整備してほしい

児童館・子育て支援センターなど、親子が安心して

集まれる身近な場、イベントの機会がほしい

子育てに困ったときに相談したり、情報を得られる

場を作ってほしい

子育てに関する情報発信をしてほしい

お子さんの発育・発達に不安を抱える保護者の方が

相談できる専門の窓口を設置してほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による

保育サービスを充実してほしい

保育所（園）を増やしてほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

認定こども園を増やしてほしい

地域の自治公民館を活用した、子育て関連の活動を

充実してほしい

幼稚園を増やしてほしい

その他

無回答
就学前児童保護者 今回 n=471

就学前児童保護者 前回 n=1,249
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■小学生保護者 

市に期待する子育て支援については、「子連れでもでかけやすく、楽しめる場所を増や

してほしい」が 57.9％で最も高く、次いで「安心して子どもが医療機関にかかれる体制

（小児医療体制、救急医療体制など）を整備してほしい」が 41.9％、「放課後の居場所を

充実してほしい」が 34.2％となっています。 

「放課後児童クラブ（学童保育）を増やしてほしい」は、前回調査と比べて、7.7ポイ

ントの増加となっています。共働き世帯の増加に伴い、放課後児童クラブへの需要が高ま

っていることが要因と考えられます。一方で、児童数は減少傾向であるため、需要と供給

のバランスを考慮しながら、施設の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.9 

41.9 

34.2 

33.3 

24.9 

21.4 

17.2 

16.7 

15.8 

15.5 

11.1 

9.6 

6.4 

7.6 

3.2 

61.3 

43.1 

28.9 

30.6 

17.2 

21.7 

13.6 

14.0 

16.2 

17.8 

13.4 

9.5 

9.5 

6.7 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子連れでもでかけやすく、楽しめる場所を増やして

ほしい

安心して子どもが医療機関にかかれる体制（小児医療

体制、救急医療体制など）を整備してほしい

放課後の居場所を充実してほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して

職場環境の改善を働きかけてほしい

放課後児童クラブ（学童保育）を増やしてほしい

放課後子ども教室を増やしてほしい

子育てに関する情報発信をしてほしい

お子さんの発育・発達に不安を抱える保護者の方が

相談できる専門の窓口を設置してほしい

子育てに困ったときに相談したり、情報を得られる

場を作ってほしい

児童館・子育て支援センターなど、親子が安心して

集まれる身近な場、イベントの機会がほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるＮＰＯ等による

保育サービスを充実してほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい

地域の自治公民館を活用した、子育て関連の活動を

充実してほしい

その他

無回答
小学生保護者 今回 n=406

小学生保護者 前回 n=506
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⑧理想とするこどもの人数 ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

妊婦及び就学前児童保護者ともに、「２人」の割合が最も高く、妊婦が 51.2％、就学前

児童保護者が 45.6％となっています。また、小学生保護者については、「３人」が 43.8％

と最も高く、次いで「２人」が 42.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨理想とするこどもの人数は実現可能か ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

「実現可能だと思う」は、妊婦が 54.2％、就学前児童保護者が 33.8％、小学生保護者

が 5.7％となっています。 

 

 

 

  

54.2 

33.8 

5.7 

29.9 

62.2 

91.2 

16.0 

4.0 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

妊婦 今回

n=144

就学前児童

保護者 今回

n=278

小学生

保護者 今回

n=159

実現可能だと思う 実現することは難しいと思う 無回答

2.9 

3.0 

3.2 

51.2 

45.6 

42.1 

36.6 

41.4 

43.8 

5.2 

4.7 

5.7 

1.7 

1.9 

1.7 

2.3 

3.4 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

妊婦 今回

n=172

就学前児童

保護者 今回

n=471

小学生

保護者 今回

n=406

1人 2人 3人 4人 5人以上 無回答



第２章 こども・若者を取り巻く現状 

38 

⑩理想とするこどもの数を実現することが難しいと思う理由 

ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

理想とするこどもの数を実現することが難しいと思う理由について、いずれの調査区

分でも「子育てのための経済的負担が大きいから」が上位に挙げられており、妊婦が約７

割、就学前児童保護者が約８割、小学生保護者では約６割となっています。 

昨今、社会情勢の変化とともに、物価上昇が加速しています。安心して妊娠・出産を迎

えるには、経済的な基盤の安定が重要です。社会的には賃金の上昇が求められていますが、

必要とされる支援を検討し、展開していく必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.4 

46.5 

44.2 

34.9 

23.3 

7.0 

7.0 

4.7 

2.3 

78.6 

48.0 

43.9 

42.2 

24.9 

7.5 

8.1 

7.5 

0.0 

64.8 

75.2 

30.3 

31.7 

14.5 

4.1 

7.6 

12.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てのための経済的負担が大きいから

年齢的あるいは健康上の理由から

仕事と子育ての両立が困難だから

子育てのための身体的負担が大きいから

子どもが将来どう育つか不安になるなど、

精神的負担が大きいから

子育てより自分の時間を大切にしたいから

子育てをするための住宅事情が悪いから

その他

無回答

妊婦 今回 n=43

就学前児童保護者 今回 n=173

小学生保護者 今回 n=145
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⑪子育てを楽しいと感じているか ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

子育てを楽しいと感じているかについて、「楽しいと感じることの方が多い」を見ると、

就学前児童保護者、小学生保護者ともに約６割となっています。一方で、子育ては辛いと

感じる場面もありますが、その際には誰かに相談したり、話したりできる環境が重要です。

地域社会が安心して子育てできる環境を整えることで、結果として楽しい子育てが実現

できると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫真岡市の子育て環境や支援への満足度 ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者 

真岡市の子育て環境や支援への満足度について、『高い（「やや高い」と「高い」の合計

値）』は、妊婦が 54.6％、就学前児童保護者が 34.4％、小学生保護者が 27.8％とこども

の年齢が低いほど、満足度が高い傾向がみられます。妊娠、出産、乳幼児期では、妊産婦

健康診査や出産祝金などの行政支援を受けている実感が得られる機会がありますが、小

学生になると行政支援を実感する機会が少なくなることが、満足度の低下にも影響して

いると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.1 

58.1 

29.1 

33.0 

3.4 

4.4 

0.2 

1.1 

2.7 

2.3 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

就学前児童

保護者

今回 n=471

小学生保護者

今回 n=406

楽しいと感じることの方が多い

楽しいと感じることと辛いと感じることが同じくらい

辛いと感じることの方が多い

その他

わからない

無回答

1.7 

4.0 

7.1 

10.5 

14.6 

18.5 

31.4 

44.8 

45.1 

36.6 

28.9 

24.6 

18.0 

5.5 

3.2 

1.7 

2.1 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

妊婦

今回 n=172

就学前児童

保護者

今回 n=471

小学生保護者

今回 n=406

低い やや低い ふつう やや高い 高い 無回答
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（３）調査結果 ク こども・若者 

①未婚の理由 ク こども・若者 

未婚の理由については、「異性と出会う機会がない」が 26.2％で最も高く、次いで「時

間やお金が自由に使える」が 24.1％、「ひとりの生活が気楽」が 21.3％となっています。 

様々な未婚である理由が挙げられていますが、行政として結婚支援をどのように展開

していくのか検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②孤独を感じること ク こども・若者 

孤独感について、『孤独感がある（「時々ある」と「しばしばある・常にある」の合計値）』

は 20.4％となっています。約５人に１人が孤独感を抱えながら日常生活を送っていると

いう現状となっています。 

 

 

 

 

 

  

26.2 

24.1 

21.3 

19.9 

18.4 

17.7 

16.3 

14.9 

14.2 

9.9 

5.7 

3.5 

7.1 

22.7 

2.1 

0% 10% 20% 30% 40%

異性と出会う機会がない

時間やお金が自由に使える

ひとりの生活が気楽

今の生活で満足している

結婚後の生活資金が不安

理想の相手がいない

仕事や勉強に打ち込みたい

結婚の必要性を感じない

結婚後の家事や子育て、仕事との両立が不安

異性とうまく付き合えない

義父母や親戚つき合いが面倒

自身や家族の健康面に不安がある

その他

結婚できる年齢に到達していない

無回答 子ども・若者 n=141

15.7 34.5 29.4 14.5 5.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子ども・若者

n=255

決してない ほとんどない たまにある

時々ある しばしばある・常にある 無回答



第２章 こども・若者を取り巻く現状 

41 

③市に望むこども・若者施策 ク こども・若者 

市に望むこども・若者施策については、「放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提

供してほしい」が 49.8％で最も高く、次いで「いじめや虐待、ひきこもり、ヤングケアラ

ーなどのさまざまな悩みを気軽に相談できる窓口を充実させ、支援してほしい」が 40.8％、

「薬物やたばこ等の有害なものから、子どもたちを守り、非行や犯罪防止に努めてほしい」

が 32.9％となっています。 

回答者には学生も含まれていることから、放課後の安全な居場所の提供に関心が高い

ことがうかがえます。また、近年はいじめや虐待、ひきこもり、ヤングケアラーなどの社

会問題がメディアやインターネット・ＳＮＳを通じて顕在化し、これらの問題に対する相

談支援の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.8 

40.8 

32.9 

32.5 

30.2 

24.3 

24.3 

22.4 

21.2 

20.0 

10.6 

4.3 

14.5 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供してほしい

いじめや虐待、ひきこもり、ヤングケアラーなどのさまざま

な悩みを気軽に相談できる窓口を充実させ、支援してほしい

薬物やたばこ等の有害なものから、子どもたちを守り、

非行や犯罪防止に努めてほしい

インターネットの適正利用について学ぶ機会を

充実させてほしい

経済的に困窮している家庭を支援してほしい

地域活動や体験活動などの社会参加を通じて、家庭・学校・

地域がともに青少年を育成するまちづくりを推進してほしい

性の悩み相談など、思春期の子どもを支援してほしい

多様な授業（国際交流等）を取り入れるなど、学校教育を

充実させてほしい

青少年や若者が参加できるイベント、意見を交換できる

機会をつくってほしい

青少年や若者中心のイベントやボランティアなどの自主的な

活動を支援してほしい

子どもから大人まで、青少年活動のリーダーとなる人を

養成してほしい

その他

特にない

無回答 子ども・若者 n=255
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④こども政策に関して自分の意見を聴いてもらえていると思うか ク こども・若者 

こども政策に関して自分の意見を聴いてもらえていると思うかについて、『思う（「そう

思う」と「どちらかといえば、そう思う」の合計値）』は 20.0％となっています。一方で、

「そう思わない」は 20.8％となっています。 

なお、「今はまだわからない」が 57.6％を占めていることから、政策に対して自分の意

見を聴いてもらえているのかわからないというのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤真岡市で安心して結婚、妊娠、子育てができると思うか ク こども・若者 

真岡市で安心して結婚、妊娠、子育てができると思うかについて、『思う（「そう思う」

と「どちらかといえば、そう思う」の合計値）』は 52.9％となっています。また、「今はま

だわからない」は 36.5％となっています。 

回答者には学生も含まれていることから、現時点ではわからないとの回答が一定の割

合で出たことがうかがえます。今後、これから結婚、妊娠、子育てを考える若者が、将来

に向けて安心して暮らしていけると思えるよう、市の施策の情報をより広く発信してい

く必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.7 15.3 57.6 20.8 1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子ども・若者

n=255

そう思う どちらかといえば、そう思う

今はまだわからない そう思わない

無回答

17.6 35.3 36.5 8.6 2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子ども・若者

n=255

そう思う どちらかといえば、そう思う

今はまだわからない そう思わない

無回答
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（４）調査結果 エ 小５児童／カ 中２生徒／オ 小５保護者／キ 中２保護者 

①暮らしの状況 オ 小５保護者／キ 中２保護者 

暮らしの状況について、『苦しい（「苦しい」と「大変苦しい」の合計値）』は、小５保

護者が 25.3％、中２保護者が 30.0％となっています。また、等価世帯収入別で『苦しい』

を見ると、中央値の２分の１未満では、小５保護者が 57.1％、中２保護者が 74.2％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等価世帯収入とは】 

・本調査において、年間収入に関する回答の各選択肢の中央値をその世帯の収入の値とします。 

※例えば、「50～100万円未満」であれば 75万円とします。なお、「1,000 万円以上」は 1,050万円とし

ます。 

・上記の値を、同居家族の人数の平方根をとったもので除して算出した値（等価世帯収入）の中央値を求め、

さらに、その２分の１未満であるか否かで分類します。 

【真岡市の等価世帯収入】 

・等価世帯収入の中央値：317.54万円、等価世帯収入の中央値の２分の１：158.77万円 

  

単位：％

　　　　等価世帯収入別
大変ゆと
りがある

ゆとりが
ある

ふつう 苦しい
大変苦し

い
無回答

全体 n=414 1.4 9.9 62.3 21.0 4.3 1.0

中央値以上 n=192 2.6 15.6 67.2 12.5 1.0 1.0

中央値の２分の１以上中央値未満 n=156 0.0 3.8 61.5 28.8 5.1 0.6

中央値の２分の１未満 n=35 2.9 8.6 31.4 37.1 20.0 0.0

全体 n=397 0.5 8.6 59.2 21.2 8.8 1.8

中央値以上 n=183 1.1 15.8 66.7 14.8 0.5 1.1

中央値の２分の１以上中央値未満 n=150 0.0 1.3 58.7 28.0 12.0 0.0

中央値の２分の１未満 n=31 0.0 0.0 22.6 35.5 38.7 3.2

小５
保護者

中２
保護者

1.4 

0.5 

9.9 

8.6 

62.3 

59.2 

21.0 

21.2 

4.3 

8.8 

1.0 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小５保護者

n=414

中２保護者

n=397

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答
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②自身の成績 エ 小５児童／カ 中２生徒 

自身の成績について、『下のほう（「やや下のほう」と「下のほう」の合計値）』は、小

５児童が 16.7％、中２生徒が 36.4％となっています。また、等価世帯収入別で『下のほ

う』を見ると、中央値の２分の１未満では、小５児童が 31.3％、中２生徒が 70.9％とな

っています。世帯収入が少ない家庭においては、自身の成績に対して『下のほう』と捉え

ている児童生徒の割合が、他の世帯収入の家庭と比べて高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.2 

14.8 

22.2 

15.8 

31.9 

26.0 

6.5 

16.1 

10.2 

20.3 

15.7 

5.7 

0.2 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小５児童

n=401

中２生徒

n=385

上のほう やや上のほう まん中あたり やや下のほう

下のほう わからない 無回答

単位：％

　　　　等価世帯収入別 上のほう
やや上の
ほう

まん中あ
たり

やや下の
ほう

下のほう
わからな

い
無回答

全体 n=401 13.2 22.2 31.9 6.5 10.2 15.7 0.2

中央値以上 n=188 16.5 25.5 30.9 6.4 7.4 12.8 0.5

中央値の２分の１以上中央値未満 n=152 10.5 19.1 36.2 6.6 11.2 16.4 0.0

中央値の２分の１未満 n=32 9.4 12.5 25.0 9.4 21.9 21.9 0.0

全体 n=385 14.8 15.8 26.0 16.1 20.3 5.7 1.3

中央値以上 n=178 18.5 20.8 25.8 13.5 14.6 6.2 0.6

中央値の２分の１以上中央値未満 n=143 12.6 11.9 28.0 17.5 23.1 5.6 1.4

中央値の２分の１未満 n=31 9.7 0.0 16.1 16.1 54.8 0.0 3.2

小５
児童

中２
生徒
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③－１ ヤングケアラーの認知度 エ 小５児童／カ 中２生徒 

ヤングケアラーの認知度について、「聞いたことがあり、内容も知っている」は、小５

児童が 19.5％、中２生徒が 51.4％と、中２生徒では認知が進んでいる状況がうかがえま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③－２ 日常的に家族のお世話を行っているか エ 小５児童／カ 中２生徒 

日常的に家族のお世話を行っているかについて、「行っている」は、小５児童が 22.7％、

中２生徒が 16.1％となっています。また、等価世帯収入別で見ると、中央値の２分の１

未満では、小５児童が 43.8％、中２生徒が 22.6％と、他の世帯収入の家庭と比べて、割

合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.5 

51.4 

15.2 

30.4 

63.6 

17.4 

1.7 

0.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小５児童

n=401

中２生徒

n=385

聞いたことがあり、内容も知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない

聞いたことはない 無回答

22.7 

16.1 

72.8 

77.4 

4.5 

6.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小５児童

n=401

中２生徒

n=385

行っている 行っていない 無回答

単位：％

　　　　等価世帯収入別
行ってい

る
行ってい
ない

無回答

全体 n=401 22.7 72.8 4.5

中央値以上 n=188 17.6 78.7 3.7

中央値の２分の１以上中央値未満 n=152 25.0 69.1 5.9

中央値の２分の１未満 n=32 43.8 56.3 0.0

全体 n=385 16.1 77.4 6.5

中央値以上 n=178 13.5 80.3 6.2

中央値の２分の１以上中央値未満 n=143 16.8 76.2 7.0

中央値の２分の１未満 n=31 22.6 71.0 6.5

小５
児童

中２
生徒
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④－１ ヤングケアラーの認知度 オ 小５保護者／キ 中２保護者 

ヤングケアラーの認知度について、「聞いたことがあり、内容も知っている」は、いず

れも約７割と、認知されている状況がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④－２ 日常的に家族のお世話を行っているか オ 小５保護者／キ 中２保護者 

日常的に家族のお世話を行っているかについて、「行っている」は、小５保護者が 16.2％、

中２保護者が 15.1％となっています。また、等価世帯収入別で見ると、中央値の２分の

１未満では、小５保護者が 34.3％、中２保護者が 32.3％と、他の世帯収入の家庭と比べ

て、日常的に家族のお世話を行っている割合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.3 

72.8 

11.1 

9.3 

17.9 

15.6 

1.7 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小５保護者

n=414

中２保護者

n=397

聞いたことがあり、内容も知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない

聞いたことはない 無回答

単位：％

　　　　等価世帯収入別
行ってい

る
行ってい
ない

無回答

全体 n=414 16.2 81.4 2.4

中央値以上 n=192 12.5 84.9 2.6

中央値の２分の１以上中央値未満 n=156 17.3 81.4 1.3

中央値の２分の１未満 n=35 34.3 62.9 2.9

全体 n=397 15.1 80.4 4.5

中央値以上 n=183 14.8 81.4 3.8

中央値の２分の１以上中央値未満 n=150 12.7 82.7 4.7

中央値の２分の１未満 n=31 32.3 67.7 0.0

小５
保護者

中２
保護者

16.2 

15.1 

81.4 

80.4 

2.4 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小５保護者

n=414

中２保護者

n=397

行っている 行っていない 無回答
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⑤夢と希望を持って安心して成長していくために力を入れてほしいこと 

エ 小５児童／カ 中２生徒 

■小５児童 

夢と希望を持って安心して成長していくために力を入れてほしいことについては、「夢

を実現するために必要な学習を教えてほしい」が 60.6％で最も高く、次いで「無料（低

額）で勉強を教えてほしい」が 35.2％、「自由に使える時間がほしい」が 27.4％となって

います。 

成長には、学習が必要であるという考え方が一般的です。個人の夢や目標によって必要

な学習内容は異なるため、それぞれの夢を実現するために必要な学びを提供できるよう、

検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.6 

35.2 

27.4 

25.9 

24.4 

23.2 

18.0 

17.5 

17.5 

4.0 

3.7 

2.2 

1.5 

1.2 

10.7 

6.0 

4.2 

0% 20% 40% 60% 80%

夢を実現するために必要な学習を教えてほしい

無料（低額）で勉強を教えてほしい

自由に使える時間がほしい

読み書き、計算などの基礎的な学習を教えてほしい

家や学校以外の身近なところにある安心して

過ごせる居場所がほしい

無料（低額）で食事ができる場所がほしい

自分のことについて話を聞いてほしい

放課後、安心して過ごせる居場所がほしい

お金の面で支援してほしい

家族の病気や障がい、お世話のことなどについて

わかりやすく説明してほしい

自分が行っているお世話の一部を誰かに

代わってほしい

家族のお世話について相談にのってほしい

自分が行っているお世話のすべてを誰かに

代わってほしい

その他

特にない

わからない

無回答 小５児童 n=401
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■中２生徒 

夢と希望を持って安心して成長していくために力を入れてほしいことについては、「夢

を実現するために必要な学習への支援」が 56.1％で最も高く、次いで「無料（低額）の学

習支援」が 46.0％、「家や学校以外の身近なところにある安心して過ごせる居場所」が

34.3％となっています。 

小５児童と同様に、学習の必要性が高いという結果が出ていますが、中２生徒では特に

安心して過ごせる居場所を求める割合も高くなっています。これは、日常生活の行動範囲

も広がり、友人との交流機会が増えることも影響していると考えられます。そのような交

流の場で安心して過ごせる居場所が必要とされていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.1 

46.0 

34.3 

28.6 

28.3 

27.8 

26.2 

24.2 

15.8 

2.9 

2.1 

2.3 

10.6 

6.0 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80%

夢を実現するために必要な学習への支援

無料（低額）の学習支援

家や学校以外の身近なところにある安心して

過ごせる居場所

読み書き、計算などの基礎的な学習への支援

自由に使える時間がほしい

無料（低額）で食事ができること

家庭への経済的な支援を受けられること

家族や自分の生活のことなど悩みごとを

相談できること

病気や障がいのことについて専門的な支援を

受けられること

自分が行っているお世話の一部を誰かに

代わってほしい

自分が行っているお世話のすべてを誰かに

代わってほしい

その他

特にない

わからない

無回答 中２生徒 n=385
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⑥夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて必要だと思う支援 

オ 小５保護者／キ 中２保護者 

夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて必要だと思う支援については、

いずれも「子どもの就学にかかる費用の軽減などの支援」、「子どもの進学を見据えた発展

的な学習への支援」、「保護者が家にいないときに子どもを預かる『放課後児童クラブ』等

のサービスの提供」が上位に挙げられています。 

特に、「子どもの就学にかかる費用の軽減などの支援」は、小５保護者が 77.8％、中２

保護者が 81.1％と、他の項目と比べて突出して高いことから、多くの保護者が求めてい

る支援であることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77.8 

55.1 

53.4 

51.4 

37.0 

35.5 

31.2 

24.9 

23.2 

12.1 

6.3 

0.7 

1.2 

1.9 

81.1 

54.7 

46.6 

44.1 

39.8 

38.5 

35.5 

27.2 

31.0 

11.3 

5.5 

1.5 

1.3 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの就学にかかる費用の軽減などの支援

子どもの進学を見据えた発展的な学習への支援

保護者が家にいないときに子どもを預かる

「放課後児童クラブ」等のサービスの提供

読み書き、計算などの子どもの基礎的な学習

への支援

保護者の就労のための支援

地域において、学習、食事、遊び等を提供する

「子ども食堂」等の子どもの居場所

子どものことや生活のことなど悩みごとを相談

できる場の充実

安い家賃で住める住居の確保

一時的に必要となる資金の貸付

民生委員・児童委員など、地域の人からの支援

その他

特にない

わからない

無回答
小５保護者 n=414

中２保護者 n=397
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４．計画の総括（真岡市子ども・子育て支援プラン【令和２年度～令和６年度】） 

（１）施策の成果目標 

№ 指標 基準値 実績値 
目標値 

（令和６年） 
増減 

達成 

状況 

１ 
合計特殊出生率 

資料：栃木県保健統計年報 

1.47 

（平成 29年） 

1.11 

（令和４年） 
上昇を目指す  未達成 

２ 

真岡市で子育てをしたいと思う親の割

合 

（「その居住地で今後も子育てをした

いか」に対して「そう思う」と「どち

らかといえばそう思う」の合計値（各

健診の平均値）） 

資料：乳幼児健診 「健やか親子 21」

アンケート（４か月児、１歳６

か月児及び３歳児） 

96.7％ 

（平成 30年） 

98.0％ 

（令和３年） 
98.0％ 0.0％ 達成 

３ 

子育てを楽しいと感じる割合 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

就学前児童の保護者 

68.9％ 

（平成 30年） 

64.1％ 

（令和５年） 
75.0％ ▲10.9％ 未達成 

小学生の保護者 

62.5％ 

（平成 30年） 

58.1％ 

（令和５年） 
67.0％ ▲8.9％ 未達成 

４ 

もおかっ子と聞いたことがある割合 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

― 

小５児童 

50.0％ 

24.8％ 達成 74.8％ 

（令和５年） 

中２生徒 

29.5％ 達成 79.5％ 

（令和５年） 

小５保護者 

20.3％ 達成 70.3％ 

（令和５年） 

中２保護者 

18.8％ 達成 68.8％ 

（令和５年） 

妊婦 

8.1％ 達成 58.1％ 

（令和５年） 

こども・若者 

▲2.5％ 未達成 47.5％ 

（令和５年） 
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№ 指標 基準値 実績値 
目標値 

（令和６年） 
増減 

達成 

状況 

５ 

子育てに関する情報が入手できている

割合 

（「充分に入手できている」と「ある程

度入手できている」の合計値） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

就学前児童の保護者 

62.1％ 

（平成 30年） 

67.6％ 

（令和５年） 
67.0％ 0.6％ 達成 

小学生の保護者 

55.8％ 

（平成 30年） 

57.3％ 

（令和５年） 
61.0％ ▲3.7％ 未達成 

６ 
子ども家庭総合支援拠点の設置 

資料：こども家庭課 
― １か所 ※１ 

設置 

（令和３年度） 
 達成 

７ 
一体型の放課後子ども教室整備 

資料：生涯学習課／保育課 

２か所 

（平成 30年） 

３か所 

（令和５年） 
３か所 ０か所 達成 

８ 

いじめに対して心配している割合 

（「少し心配している」と「心配してい

る」の合計値） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

中学生 

39.1％ 

（平成 30年） 

42.8％ ※２ 

（令和５年） 
30.0％ 12.8％ 未達成 

９ 

学校に行くのが好き・楽しみの割合 

（「非常にそう思う」と「まあそう思う」

の合計値） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

中学生 

71.2％ 

（平成 30年） 

80.3％ ※２ 

（令和５年） 
80.0％ 0.3％ 達成 

10 

男女の固定的役割意識は解消されてい

ると感じる市民の割合 

（「思う」と「どちらかと言えば思う」

の合計値） 

資料：市民意向調査 

52.3％ 

（平成 30年） 

51.7％ 

（令和５年） 
60.0％ ▲8.3％ 未達成 

11 

子育てと仕事を両立する上で大変だと

感じる割合 

（「子育てとの両立」） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

就学前児童の保護者 

56.3％ 

（平成 30年） 

64.1％ 

（令和５年） 
50.0％ 14.1％ 未達成 

小学生の保護者 

47.0％ 

（平成 30年） 

54.2％ 

（令和５年） 
40.0％ 14.2％ 未達成 

12 

児童虐待または児童虐待の疑いがある

お子さんがいる場合、どこに相談・通

報するかわからない保護者の割合 

（「どこに相談・通報するかわからな

い」） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ

調査 

就学前児童の保護者 

12.0％ 

（平成 30年） 

8.7％ 

（令和５年） 
5.0％ 3.7％ 未達成 

小学生の保護者 

11.3％ 

（平成 30年） 

8.9％ 

（令和５年） 
5.0％ 3.9％ 未達成 

13 
待機児童数 

資料：保育課 

３人 

（平成 31年） 

０人 

（令和５年） 
０人 ０人 達成 

※１：令和６年４月１日に設置した真岡市こども家庭センターの実績値となります。 

※２：「子どもの生活に関する調査（「まあまああてはまる」と「あてはまる」の合計値）」の実績値となります。  
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．真岡市の現状と課題を踏まえての方向性 

これまで見てきた現状と課題を踏まえ、基本理念の実現に向けた方向性を示しました。 

現状と課題 １ 結婚に関すること 

●男性、女性ともに、年代別未婚率が増加傾向で推移している状況です。 

●未婚の理由には、異性との出会いがない、時間やお金を自由に使えることが挙げられています。 

●未婚率の増加に加えて、晩婚化も進んでいる状況です。 

●約５人に１人が孤独感を感じています。 

方向性 

結婚や家庭のあり方に対する価値観は様々ですが、未婚化・晩婚化は少子化の一因とな

っているのが現状です。社会全体で未婚率の上昇という課題に取り組むことが求められて

おり、個々が安心して家庭を築き、幸せな生活を送ることができる社会の実現を目指す必

要があります。また、未婚率の増加は家族という支えを持たないことで、精神的な健康問

題や社会的孤立が深刻化するリスクが高まります。 

このような状況を改善するためには、結婚や家庭を築くことに対する社会的な支援や意

識改革が必要です。経済的不安を軽減するための施策や、結婚や子育ての魅力を伝える取

組などを通じて、結婚をポジティブなことと捉えられる気運の醸成を図り、結婚のきっか

けとなる出会いの場の創出など、結婚に向けた支援の充実を図ります。 
 

現状と課題 ２ 妊娠・出産に関すること 

●近年の出生数は、400人台で推移しています。 

●児童人口は減少傾向で推移し、令和 11年には１万人を切ることが予測されます。 

●理想とするこどもの数は２人、３人が多い中、実現することは難しいと思う割合は、妊婦が約３割、

就学前児童保護者が約６割、小学生保護者が約９割となっています。実現することが難しいと思う

理由には、子育てにかかる経済的負担が大きいと考えている方が多くなっています。 

方向性 

出生数の減少は、少子化の進行を一層加速させ、社会に様々な影響を及ぼしています。

社会情勢の変化にも対応しながら、地域や社会が保護者に寄り添い、妊娠・出産に対する

心身の負担感や経済的負担感の軽減を図り、親としての成長を支援し、こどもを産み育て

ることに喜びや生きがいを感じることができるよう「こども家庭センター」が医療機関、

保育施設、学校などと連携し、子育て支援をしていくことが必要です。 

こどもを授かり安心して産み育て、「もおかっ子」の健やかな育ちを支援するため、社

会全体で協働しながら、次世代を担うこどもたちが健やかに成長できる社会の実現を目指

します。 
 

現状と課題 ３ 子育てと仕事の両立に関すること 

●女性就業率の上昇により、子育てと仕事の両立に困難を抱える家庭が増加していると予測されま

す。特に、こどもの急な体調の変化への対応が大変だと感じる保護者が多く、病気などで教育・保

育が利用できなかった場合、多くの家庭では母親が対応しています。 

●父親が育児休業を取得する割合は増加しており、徐々に父親の育児参加が進んでいる状況です。 

方向性 

子育てと仕事の両立を実現するためには、企業の協力と理解を得ることが必要不可欠で

す。そのため、企業への働きかけや情報提供を通じて、多様な働き方の実現やさらなる父親

の育児休業の取得促進など、働き方を選択し、ワーク・ライフ・バランスの普及啓発を図り

ます。また、特にこどもの体調不良時でも安心して預けられる働きやすい職場づくりの普及

啓発を図ります。 
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現状と課題 ４ こどもの成長に関すること 

●児童生徒は、夢と希望を持って安心して成長していくためには、“夢を実現するために必要な学習

への支援”に力を入れてほしいと考える方が多くなっています。 

●保護者は、こどもが夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて、“子どもの就学にかか

る費用の軽減などの支援”が必要だと思う方が多くなっています。 

方向性 

こどもたちは、未来を築く大切な存在です。こどもたちが成長していくには、「育てる

＝家庭教育」、「教える＝学校教育」の二つの車輪で、前へ進んでいくことが大切です。家

庭・家族だから教えられること、学校だから学べることを理解し、「もおかっ子をみんな

で育てよう」条例に基づき、保護者、地域住民、学校、事業者、行政等が連携を図り、こ

どもたちの「生きる力」、「夢を実現する力」、「豊かな心」を育むことができるまちづくり

を推進します。 

また、こどもの成長過程における費用負担が大きいことも課題のひとつです。すべての

こどもたちが平等に教育を受けられ、こどもたちが安心して学び、成長できるよう教育に

かかる経済的な支援を図ります。 
 

現状と課題 ５ こども・若者の意見の表明に関すること 

●こども政策に関して、自分の意見を聴いてもらえていると感じているこども・若者は２割となって

います。なお、今はまだわからないとの回答は約６割を占めていることから、自分の意見を聴いて

もらえているのかわからないというのが現状です。 

方向性 

こども・若者が意見を表明することや、社会に参画することは、社会への影響力を発揮

することにつながり、こども・若者とともに課題を解決していくことで、こども・若者の

自己実現を後押しするとともに、社会的責任感やリーダーシップも育まれます。このため、

行政や学校、地域コミュニティなどにおいて、こども・若者が安全に安心して意見を述べ

ることができる環境づくりに取り組みます。 
 

現状と課題 ６ 困難を抱える家庭に関すること 

●暮らしの状況は、約４人に１人が経済的に苦しいと回答しています。 

●ヤングケアラーは、約７割の保護者に認知されています。日常的に家族のお世話をしている状況は

１割強となっています。 

●市に望むこども・若者施策としては、いじめや虐待、ひきこもり、ヤングケアラーなどの様々な悩

みを気軽に相談できる窓口を充実させ、支援して欲しいとの回答が約４割となっています。 

方向性 

各家庭で抱える問題は障がい、疾病、虐待、貧困、外国籍の家庭など様々です。そのた

め、家庭の状況に応じた生活支援、就業支援、経済的支援の充実を図ることが重要です。

また、ヤングケアラーやひきこもりなど、潜在化しやすい家庭状況にあるこどもや家庭の

抱える問題を積極的に把握し、早期支援ができるよう、関係機関との連携を強化し、相談

支援体制の充実を図ります。ヤングケアラーについては正しい知識を広めるとともに、介

護や世話を担うことで生じる学業の遅れや友人と過ごす時間が制限されるなど、特有の課

題に対する理解を深めながら、包括的な支援体制を確立し、すべての家庭が安心して暮ら

せる社会を目指します。 

 

  



第３章 計画の基本的な考え方 

57 

２．基本理念の実現に向けた基本施策 

現状と課題を踏まえ、基本理念である「未来を築く元気な『もおかっ子』を育てるまち」

を実現するため、６つの基本施策を掲げ、こども・若者支援施策を展開していきます。 

 

 

未来を築く元気な『もおかっ子』を育てるまち 
 

 

 

■ 基本施策１ 

すべてのこどもの人格・個性を尊重し、権利が保障されてくらせるまち 

 

こどもの持つ権利が尊重され、命を守られて成長し、人種や性別などで差別されず、常

にそのこどもにとって最善の利益を第一に考えられる社会づくりを推進します。また、生

きづらさを抱えるこども・若者とその家庭を支援し、社会全体で支える環境をつくります。 

 

■ 基本施策２ 

すべてのこどもが適切に養育され、 

切れ目のない支援とともに健やかに成長できるまち 

 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、母子保健事業の充実を図るとともに、ライ

フステージに応じた教育の充実を図り、こどもたちの生きる力を育みます。 

 

■ 基本施策３ 

すべてのこどもが意見を表明し、参画できるまち 

 

すべてのこどもが意見を表明し、参画できるまちを実現するため、こどもたちが自らの

意見を自由に表現し、社会と積極的に関わる機会を創出します。 
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■ 基本施策４ 

すべてのこどもが幸せに成長できる家庭や環境があるまち 

 

すべての家庭とこどもを対象にした多様な子育て支援を推進するとともに、こども・

若者の居場所づくりなどを通じて、地域社会全体でこどもの育ちと子育てを支援します。

また、すべての家庭にやさしい生活環境を整備し、地域住民、関係機関が一体となって

地域を守る取組を推進します。 

 

■ 基本施策５ 

家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるまち 

 

すべてのこどもが、家庭の状況に関わらず、健やかに成長できるよう環境を整え、必要

な支援が届く体制を強化します。また、結婚やワーク・ライフ・バランスの実現などを通

じて、子育ての喜びを実感し、心豊かに暮らせる社会を実現します。 

 

■ 基本施策６ 

子ども・子育て支援事業計画 

教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保 

 

すべてのこどもが、生涯にわたる人間形成の基礎を培うことができるよう、こども一人

一人の発達に応じた幼児教育・保育や子育て支援事業を充実します。 
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３．施策の体系 

基本 

理念 
基本施策 施策の方向 

未
来
を
築
く
元
気
な
『
も
お
か
っ
子
』
を
育
て
る
ま
ち 

基本施策１ 

すべてのこどもの人格・個性を

尊重し、権利が保障されてくら

せるまち 

１ 「もおかっ子」の普及活動 

２ 児童虐待防止対策の強化 

３ 障がい児施策の推進 

４ 外国籍のこども・家庭への支援 

５ 社会的自立に困難を有するこども・若者やその家庭へ

の支援の充実 

６ 小・中学校におけるいじめ・不登校の防止・支援 

基本施策２ 

すべてのこどもが適切に養育

され、切れ目のない支援ととも

に健やかに成長できるまち 

１ 妊娠期から子育て期の切れ目のない保健対策の充実 

２ 家庭教育の充実 

３ 未就学児教育の充実 

４ 学校教育の充実 

基本施策３ 

すべてのこどもが意見を表明

し、参画できるまち 

１ こども・若者の社会参画・意見表明機会の推進 

基本施策４ 

すべてのこどもが幸せに成長

できる家庭や環境があるまち 

１ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

２ 食育の推進 

３ こども・若者への切れ目のない医療体制の充実 

４ こどもの健全育成 

５ 地域活動・交流の推進 

６ 良質な居住環境の確保 

７ こどもの遊び場の整備 

８ こどもたちの安全の確保 

９ こどもを取り巻く有害環境対策の推進 

基本施策５ 

家庭や子育てに夢を持ち、子育

てに伴う喜びを実感できるま

ち 

１ ひとり親家庭等の自立支援 

２ 子育てに関わる経済的負担の軽減 

３ 子育てにおける相談・情報提供の充実 

４ 子育て支援ネットワークの強化 

５ 安心して外出できる環境の整備 

６ 家庭生活における男女共同参画の推進 

７ 子育てと仕事の両立支援の推進 

８ 出会い・結婚に向けた支援 

９ 不妊に対する支援の充実 

基本施策６ 

「子ども・子育て支援事業計画」 

教育・保育事業、地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の

確保 

１ 子ども・子育て支援事業計画の基本的な考え方 

２ 教育・保育事業の量の見込み 

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提

供及び推進体制 
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基本施策１ すべてのこどもの人格・個性を尊重し、

権利が保障されてくらせるまち 

１．「もおかっ子」の普及活動 

すべてのこども・若者が地域への愛着と誇りを持ち、健やかに成長できるよう、家庭・

地域・行政・関係機関が一体となり、「もおかっ子」の普及活動を推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

「もおかっ子」の普

及活動 

広報、啓発活動や、地域における自主

的取組の全市展開を図ります。 
● ● ● ● ● こども家庭課 

真岡っ子をみんなで

育てよう事業 

実行委員会として主に真岡市青少年

健全育成連絡協議会が企画運営を行

い、青少年が心豊かに成長する大切な

時期に、人として大切なことや生きる

力について親子で学べる機会をつく

るため、公演会、フォーラムを開催し

ています。 

また、単位子ども会育成会事業を取材

し、いちごチャンネルや広報もおか、

ホームページ等で広く周知し、子ども

会育成会の活性化を推進しています。 

※教育委員会が実施する事業では、

「真岡っ子」と漢字表記を使用してい

ます。 

● ● ●  ● 生涯学習課 

 

  



第４章 施策の展開 

64 

２．児童虐待防止対策の強化 

児童虐待相談対応件数は毎年増加していることから、養育支援が必要な家庭の早期把

握や、虐待の深刻化を防ぐための早期発見と迅速な対応を強化します。また、関係機関と

の連携を強化し、児童虐待防止に向けた支援体制の充実を図り、こどもたちが安心して暮

らせる環境づくりに努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

こども家庭センター 【児童福祉機能】 

家庭相談員がこども（18歳未満）とそ

の家庭における養育環境や経済的困

窮、虐待やヤングケラー、問題行動等

の様々な悩みについての相談を受け、

関係機関と連携を図り、必要な社会資

源や子育て支援事業につながるよう

支援します。 

【母子保健機能】 

すべての妊婦と面接し、実情を把握し

ます。若年妊娠、産後のサポート者が

いない、経済的に困窮しているなど、

特に支援が必要な妊婦等は、特定妊婦

として、支援プランを作成し、妊娠期

から子育て期まで、医療、福祉等の関

係機関と連携を図りながら相談支援

を行います。 

● ● ●  ● こども家庭課 

要保護児童対策地域

協議会 

多くの関係機関が情報を共有し共通

理解を図りながら、連携・協力して要

保護児童、要支援児童、特定妊婦等へ

の適切な保護又は支援を図ります。 

● ● ●  ● こども家庭課 

養育支援訪問事業 こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全

戸訪問）や母子保健事業、関係機関か

ら把握した養育支援を必要とする家

庭に、専門職（家庭相談員や保健師等）

が訪問して相談支援を行います。 

● ● ●  ● こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

子育て短期支援事業 保護者の疾病等の理由により家庭に

おいて養育を受けることが一時的に

困難になった児童について、児童養護

施設等に短期間お預かりして養育し

ます。 

● ● ●  ● こども家庭課 

児童虐待防止の普及

啓発 

毎年 11 月の「オレンジリボン・児童

虐待防止推進キャンペーン」に、家庭

や学校、地域等の社会全般にわたり、

児童虐待問題に対する深い関心と理

解を得ることができるよう、教育・公

的機関等への虐待防止のぼり旗の設

置やオレンジリボン配布、広報など

様々な取組を集中的に実施するとと

もに、年間を通し普及啓発していきま

す。 

● ● ●  ● こども家庭課 

里親制度の普及啓発 様々な事情により家庭で暮らせなく

なったこどもに、家庭的な環境のもと

で養育を行う里親制度の普及啓発に

努めます。 

    ● こども家庭課 

特別養子縁組制度等

の普及啓発 

様々な事情により家庭で暮らせなく

なったこどもを、永続的に新たな家庭

で養育する特別養子縁組制度の普及

啓発に努めます。 

    ● こども家庭課 

こどもの居場所づく

り事業 

養育環境を整えることが難しく、支援

が必要なこどもの早期発見とこども

の健全な成長や自立を促進するため、

訪問支援の他、こどもの居場所、こど

も食堂、体験や経験の機会を提供し、

虐待の予防を図ります。 

● ● ●  ● こども家庭課 
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３．障がい児施策の推進 

自閉症や学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）などの発達障がいや、医療的ケ

アが必要なこどもが、地域で安心して生活し、その可能性を最大限に伸ばすために、希望

に応じた情報提供や相談支援、専門的な支援を充実します。また、障がいの原因となる疾

病や事故の予防、早期発見・療育のために、乳幼児の健康診査などの取組を推進するとと

もに、早期からの相談体制を構築し、関係機関との連携を強化し、切れ目のない円滑な支

援に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

教育相談会の開催 教育相談会を開催し、保護者や児童生

徒への支援を行います。 
● ●   ● 学校教育課 

教育支援委員会の開

催 

医師、教育職員、児童福祉施設職員な

ど各分野の専門家からなる教育支援

委員会を設置し、障がいのある幼児及

び児童生徒に関し適切な就学指導と

継続支援を行います。 

● ●    学校教育課 

特別支援教育支援員

の配置 

通常の学級に在籍する発達障がい児

への適切な指導が行えるよう、特別支

援教育支援員を配置し、支援の充実を

図ります。 

 ● ●   学校教育課 

発達支援教室「遊び

の教室」の開催 

健診等で、行動面や言語発達等につい

て経過観察が必要と認められたこど

もと保護者に対し、こどもとの関わり

方や育児について、関係機関との連携

を図りながら集団指導を行います。 

●    ● こども家庭課 

心理発達相談の実施 健診時や発達相談（のびのび発達相

談）等にて、精神・運動・言語発達等

について経過観察が必要と認められ

たこどもと保護者に対し個別相談を

実施し、関係機関との連携を図りなが

ら支援を行います。 

●    ● こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

４歳児発達相談「の

びのび発達相談」の

実施 

当該年度に満５歳を迎える幼児全員

を対象に、幼稚園・保育所（園）の集

団保育の場面を行動観察し、保護者の

アンケートや担任の問診等に基づき、

専門職による発達相談を実施し、専門

医の診断が必要と認められた児に対

しては、保護者への療育の必要性の説

明とともに早期支援を行います。 

●    ● こども家庭課 

ことばの教室の開催 言葉の発達等に遅れのある就学前の

こどもに対して、個々に応じた定期的

な個別指導を実施し、関係機関と連携

しながら就学に向けた支援をします。 

●     こども家庭課 

放課後児童クラブで

の障がいのある児童

の受け入れ 

地域の仲間と遊びながら人間関係を

学ぶことはこどもの成長過程で重要

であることから、障がいのある児童な

ど、特に配慮を要する児童の受け入れ

に努めます。 

 ●    保育課 

放課後等デイサービ

ス 

学校就学中の障がい児に対して、放課

後や夏休み等の長期休暇中に、生活能

力向上のための訓練や社会との交流

の促進その他必要な支援を行います。 

 ● ●   社会福祉課 

児童発達支援 未就学の障がい児に対して、日常生活

に必要な動作や知識の指導、集団生活

に必要な適応訓練を行います。 

●     社会福祉課 

保育所等訪問支援 保育所や幼稚園、学校等に通う障がい

児に対して、支援員が施設に訪問し、

集団生活への適応のための専門的な

支援を行います。 

● ● ●   社会福祉課 

障がい児短期入所 自宅で障がい児を介護をしている家

族が病気になった時や休息を必要と

する時などに、短い期間障がい児が施

設に宿泊することができるサービス

です。 

● ● ●   社会福祉課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

障がい児相談支援 障がい児支援利用計画の相談及び作

成時に、障がい児の自立した生活を支

え、障がい児の抱える課題の解決や適

切なサービス利用に向けて、ケアマネ

ジメントによりきめ細かな支援を行

います。 

● ● ●   社会福祉課 

真岡市こども発達支

援センターひまわり

園 

障がい児通所支援事業（児童発達支

援・放課後等デイサービス・保育所等

訪問支援）を提供するとともに、児童

発達支援センターとして地域の障が

い児やその家族のほか、障がい児通所

支援事業所に対し支援や助言を行い

ます。 

● ● ●   社会福祉課 

医療的ケア児支援の

ための関係機関の協

議の場の設置 

医療的ケア児が適切な支援が受けら

れるよう、栃木県、県東地域、真岡市

において、保健、医療、福祉、保育、

教育等の関係機関等が連携を図るた

めの協議の場を設置します。 

● ● ●   社会福祉課 

医療的ケア児に対す

る関連分野の支援を

調整するコーディネ

ーターの配置 

医療的ケア児が必要とする多分野に

またがる支援の利用を調整し、総合的

かつ包括的な支援の提供につなげる

とともに、協議の場等に参画し、地域

における課題の整理や地域資源の開

発等を行い、医療的ケア児に対する支

援のための地域づくりを推進する役

割を担うコーディネーターを配置し

ます。 

● ● ●   社会福祉課 

医療・保健・福祉・教

育等の相談支援ネッ

トワーク 

発達障がい児や医療的ケア児とその

保護者に適切な医療、保健、福祉、教

育等の相談支援が提供できるよう、多

職種及び関係機関等のネットワーク

の構築を推進します。 

● ● ●   

社会福祉課 

こども家庭課 

保育課 

学校教育課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

小児慢性特定疾病児

日常生活用具給付事

業 

障害者手帳を交付されていない 18 歳

未満の児童で、小児慢性特定疾病医療

受給者証をお持ちの方に、日常生活に

必要な用具(特殊寝台、特殊マット等)

を給付します。 

● ● ●   社会福祉課 

育成医療給付事業 18 歳未満の身体に障がいのある児童

で、その障がいを除去・軽減する手術

等の治療により確実に効果が期待で

きる方に対し、医療費を助成します。 

● ● ●   社会福祉課 

障がい児福祉手当 身体や精神に重度の障がいがあり、常

時介護を必要とする障がい児に手当

を支給します。 

● ● ●   社会福祉課 

特定疾患者福祉手当 小児慢性特定疾病医療受給者証また

は特定疾患医療受給者証をお持ちの

方に月額 3,000円を支給します。 

● ● ●   社会福祉課 

障がい児インフルエ

ンザ予防接種費用助

成事業 

インフルエンザ予防接種を受けた身

体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ

１、Ａ２、Ｂ１、精神障害者保健福祉

手帳１・２級のいずれかを持っている

障がい児のうち、①皮下接種を受けた

１歳以上小学６年生までの障がい児：

１回 1,500円（２回まで）を上限とし

て助成します。 

②経鼻生ワクチンを受けた２歳以上

小学６年生までの障がい児：１回

3,000円を上限として助成します。 

● ●    社会福祉課 
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４．外国籍のこども・家庭への支援 

日常生活における情報提供や相談支援を市民に等しく提供できるよう努めるとともに、

言語や慣習の違いに配慮し、多言語での生活情報の提供や生活相談の充実を進めること

で、市民が安全・安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

外国籍市民への行政

サービス情報の提供 

外国籍市民が安心して暮らせるよう、

多言語及び「やさしい日本語」により

行政サービス情報を提供します。 

● ● ● ● ● くらし安全課 

外国人のこどもに対

する保育所（園）の

受け入れ体制の充実 

外国人のこどもが、保育所（園）での

生活に対応できるように関係機関と

連携し支援します。 

●     保育課 

子育てモバイルサイ

トの充実 

『わくわく子育てナビ』は妊娠、出産、

育児に関わる市民の方をサポートす

るため、予防接種スケジュール管理、

乳幼児健康診査、各種教室、離乳食な

どの子育て情報を提供します。また、

当サイトは 10 か国語に対応してお

り、外国籍の保護者に対しても円滑な

情報提供を図ります。アプリ化によ

り、利用方法の簡便化と子育て情報の

円滑な発信に努めます。 

●    ● こども家庭課 

外国籍の妊婦への相

談支援 

外国人の妊産婦は、言語や生活習慣の

違いにより育児不安があるため、安心

して子育てができるよう支援します。 

●    ● こども家庭課 
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５．社会的自立に困難を有するこども・若者やその家庭への支援の充実 

社会的自立に困難を有するこども・若者やその家庭が抱える多様な課題に対応するた

め、地域全体で支援体制を強化します。貧困の影響を受けている家庭に対しては、生活の

安定に資する経済的支援や就労支援を提供し、教育の機会均等や学習支援を通じて、貧困

の連鎖を断ち切ることを目指します。また、進学・就労を含む自立支援や地域とのつなが

りを深めることで、こどもたちが安心して成長し、自立できる環境を整備します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

こども家庭センター 【再掲】基本施策１－２ ● ● ●  ● こども家庭課 

保育所（園）入所時

の面接・入所後相談 

保育所（園）入所面接時及び入所後に

おいて家庭状況の聞き取りや児童の

観察を行い、児童虐待や家庭の貧困

問題等を発見した場合は、速やかに、

関係各課に通告・相談し問題の解決

を図ります。 

●     保育課 

幼稚園での相談 幼稚園において家庭状況の聞き取

り、児童の観察を行い、児童虐待や家

庭の貧困問題等を発見した場合は、

速やかに、関係機関に通告・相談し問

題の解決を図ります。 

●     
保育課 

学校教育課 

小・中学校での相談 学校の児童生徒の状況により、必要

に応じ、担任や養護教諭、スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカー、学校支援相談員等により面

接を行い、貧困問題等を発見した場

合は、関係機関と連携を図ります。 

 ● ●   学校教育課 

スクールソーシャル

ワーカーによる相談 

学校と民生委員児童委員、地区社協

等の福祉関係機関と連携を図りなが

ら必要な支援制度につなげます。 

 ● ●   
学校教育課 

こども家庭課 

生活福祉資金貸付事

業における教育支援

資金 

学費等の捻出が困難な低所得世帯に

対し、高等学校や大学等への入学や在

学中に必要な経費を貸付し、就学と将

来の就労支援を行います。 

  ●   社会福祉協議会 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

社会福祉金庫貸付事

業 

緊急かつ一時的に生計維持が困難と

なった世帯の課題解決に向けた相談

を行い、必要に応じて少額の貸付を行

います。 

    ● 社会福祉協議会 

緊急用食料等給付事

業 

低所得者等が、緊急かつ一時的に食料

等の生活に必要なものが確保できな

くなり、生命が脅かされるおそれがあ

る場合、生活再建に向けた支援のた

め、食料等の現物給付を行います。 

● ● ● ● ● 社会福祉協議会 

生活困窮者の就労支

援 

収入が不安定で家賃や税金を滞納し

ているなど、生活に困りごとや不安を

抱えている方の相談に応じ、具体的な

支援プランを作成し、寄り添いながら

自立に向けた支援を行います。 

就労については、ハローワークへの同

行支援や履歴書の書き方の支援、就労

に向けた生活面を整える支援などを

行います。 

   ● ● 社会福祉協議会 

生活保護 経済的支援の必要な困窮世帯に対し

て、生活保護制度による経済的支援

をすることにより、こどもの健全育

成と生活基盤の確保を支援します。 

● ● ● ● ● 社会福祉課 

ひきこもり相談会 ひきこもりサポーターが、本人や家族

からの相談に応じ、家族みんなが自分

らしい生活を送れるよう伴走支援を

行います。 

  ● ● ● 社会福祉課 

生活困窮世帯等のこ

どもに対する学習支

援事業 

こどもの学習支援をはじめ、日常的

な生活習慣、仲間との出会い活動が

できる居場所づくり、進学に関する

支援、高校進学者の中退防止に関す

る支援等、こどもと保護者双方に必

要な支援を行います。 

 ● ●  ● 社会福祉課 

就学援助制度 小・中学校に通学している児童生徒

の保護者で経済的に困難な家庭に対

して、学校でかかる経費の一部を援

助します。 

 ●   ● 学校教育課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

奨学金制度 経済的理由により入学・修学が困難

な優秀な生徒・学生に学資等を貸与

し、広く、有能な人材を育成すること

を目的として、入学資金・修学資金を

無利子で貸付します。 

   ●  学校教育課 

就労者定住促進奨学

金返還支援事業 

奨学金を受けて大学等に進学した方

が、卒業後に真岡市に住所を置き、就

職した場合、返済された奨学金の一

部を補助する事業で、大学卒業後の

働く世代が真岡市へ移住・定住する

ことを促進します。 

   ●  学校教育課 

 

  



第４章 施策の展開 

74 

６．小・中学校におけるいじめ・不登校の防止・支援 

いじめ防止対策推進法に基づく対応の徹底を図り、道徳科や学級活動などを活用して、

こども主体のいじめ防止対策を推進します。また、不登校に対しては、学校内外の教育支

援センターの機能を強化し、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーなどの専門家

と連携し、教育機会の確保と個別支援を推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

スクールソーシャル

ワーカーの配置 

不登校など、児童生徒が抱える問題の

解決のため、家庭訪問等の支援を実施

する、スクールソーシャルワーカーを

配置し、教育相談体制の充実を図りま

す。 

 ● ●   学校教育課 

心理相談員の配置 児童生徒の悩みや相談に関して、専門

的な知識・経験を有する心理相談員を

配置し、専門的なカウンセリングを行

います。 

● ● ●   学校教育課 

学校支援相談員の配

置 

大規模小学校３校を対象に学校支援

相談員を配置し、心の教育の充実を図

ります。 

 ●    学校教育課 

教育支援センター 何らかの心的理由で「学校に行けな

い・学校に行かないこどもたち」に、

相談や体験活動等を通して援助・支援

をし、自立心や社会性を育み、将来の

社会的自立を図ります。 

 ● ●   学校教育課 

こども家庭センター 【再掲】基本施策１－２ ● ● ●  ● こども家庭課 
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基本施策２ すべてのこどもが適切に養育され、 

切れ目のない支援とともに健やかに 

成長できるまち 

１．妊娠期から子育て期の切れ目のない保健対策の充実 

妊娠期から子育て期にわたり、母子の健康を守るため、保健指導や健康診査、各種健康

教室の充実を図ります。また、こども家庭センターを基盤とした母子保健と児童福祉の一

体的な支援を強化するとともに、地域で安心してこどもを産み育てられるよう、関係機関

との連携を図り、切れ目のない支援体制を充実します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

こども家庭センター 【再掲】基本施策１－２ ● ● ●  ● こども家庭課 

母子健康手帳の交付 妊娠期の健やかな経過と安全な出産

ができるよう、また、出産後、こども

が健やかに成長できるよう母子健康

手帳を交付し、活用を促します。 

    ● こども家庭課 

妊娠保健指導の実施 こどもを安心して産み、育てることが

できるよう、医療機関との連携を図

り、全妊婦に対し保健指導を実施し、

特に特定妊婦・要支援妊婦へは、早期

に介入し訪問・電話等による指導・支

援の強化を図ります。 

    ● こども家庭課 

産後ケアの充実 退院直後の母子に対して、心身のケア

や育児サポート等を宿泊型、デイサー

ビス型、アウトリーチ型（訪問型）の

方法により、利用者の自己負担を無料

で、産後も安心して子育てができるよ

う支援を行います。 

●    ● こども家庭課 

産前・産後サポート

事業 

妊娠・出産・子育てに関する悩み等を

子育て経験者や助産師等による訪問

型やデイサービス型の相談支援を行

います。 

●    ● こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

１か月児健康診査受

診費助成事業 

身体発育状況の確認や身体異常の早

期発見、子育て不安の解消を目的と

し、生後１か月児の健康診査の受診費

を助成します。 

●    ● こども家庭課 

産後ヘルパー事業 産後の育児不安や負担を軽減するた

めに、家事援助のヘルパーを派遣し、

育児支援をします。 

●    ● こども家庭課 

こんにちは赤ちゃん

訪問（乳児家庭全戸

訪問事業） 

生後４か月までの乳児のいるすべて

の家庭を訪問し、様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援に関する情報提供を

行います。また、母子の心身の状況や

養育環境等の把握及び助言を行い、支

援が必要な家庭に対し、適切なサービ

スの提供につなぐことにより、こども

の健やかな成長を支援します。 

●    ● こども家庭課 

低体重児・未熟児等

訪問事業（養育支援） 

新生児・低体重児や未熟児等の健康を

守るため、助産師や保健師による家庭

訪問を行い、日常生活全般における相

談等支援を行います。 

●     こども家庭課 

乳幼児健診の充実 疾病や異常の早期発見及び適切な指

導のほか、保護者がこどもの発育・発

達状況を確認でき、安心して子育てが

できるよう、乳幼児健診の充実を図る

とともに、乳幼児健診の周知や啓発を

行い、受診率の向上を目指します。 

●     こども家庭課 

新生児聴覚検査費助

成事業 

先天性聴覚障害の早期発見・早期療育

等の促進を図るため、新生児聴覚検査

費を助成します。 

●     こども家庭課 

３歳児視覚検査の実

施 

３歳児健康診査の視力検査において、

適正なスクリーニングを行い、視覚の

異常を早期発見・早期治療につなげ、

弱視などの視覚障がいの予防に努め

ます。 

●     こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

産後うつ病等の早期

発見・対応 

医療機関と連携を図り、産後２週間・

１か月健診時に、エジンバラ産後うつ

病に関する質問票を活用して、産後う

つ病を早期に発見し、育児不安の軽減

を図ります。 

    ● こども家庭課 
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２．家庭教育の充実 

家庭教育は、人が生活していく上で必要な「生きる力」の基礎を育む重要な役割を担っ

ているため、こどもの発達段階に応じた家庭教育の学習機会を提供するとともに、親が気

軽に相談できる体制を充実させることで、家庭の教育力向上と「生きる力」を持ったこど

もの育成に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

家庭教育学級 家庭教育、家族関係、子育てなどに関

する情報提供や学習機会の提供など

により地域としての子育て支援の充

実を図ります。 

● ● ●  ● 生涯学習課 

育児講座等の開催 子育てに関する講座を開催し、こども

とふれあいながら、楽しく育児ができ

る機会を提供します。 

●    ● こども家庭課 

祖父母リーフレット

の配布 

祖父母世代と子育て世代が協力して

子育てができるように、祖父母世代向

けに今の子育て、昔の子育ての違いに

関する情報を掲載したリーフレット

を配布します。 

●     こども家庭課 
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３．未就学児教育の充実 

幼児期は、こどもたちが健全な発達や社会性を培い、豊かな人間性に基づく「生きる力」

を身に付ける重要な時期であり、少子化が進む中で、保育所（園）、認定こども園、幼稚

園がそれぞれの役割を果たしながら、こどもたちが友だちと十分に関わり合いながら育

つ環境を作るため、これらの枠を越えた連携を図ります。また、関係職員の研修機会を充

実させ、教育・保育施設や小学校、家庭との連携を強化し、教育効果のさらなる向上を図

ります。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

認定こども園運営費

補助 

人間形成の基礎を培う幼児教育の振

興を図るため、運営費を補助します。 
●     保育課 

幼児教育連絡協議会 幼児期における教育から小学校にお

ける教育へ円滑に移行できるよう、小

学校と各保育所（園）との連携を図り

ます。 

●     
学校教育課 

保育課 

保育士等就職支援金

交付事業 

保育士又は幼稚園教諭養成施設を卒

業後、真岡市内の保育所（園）・認定

こども園・幼稚園・小規模保育施設に

勤務する方に、最大で２年間支援金を

交付します。 

   ●  保育課 

幼児教育アドバイザ

ーの配置・確保等 

配慮を要する児童の増加に対応する

ため、臨床心理士などの専門家による

巡回指導の導入を検討し、子育て支援

の充実を図ります。 

●     保育課 

私立幼稚園教育活動

費補助 

人間形成の基礎を培う幼児教育の充

実を図るため、幼稚園教育活動費を補

助します。 

●     学校教育課 
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４．学校教育の充実 

学童期は、生きる力を育み、心身の調和のとれた発達を促す重要な時期であり、この時

期に自立意識や他者理解といった社会性が発達し、心身の成長が著しく進むことから、地

域や家庭との連携を強化し、地域に根ざした特色ある学校づくりを推進します。また、教

員の指導力は学校教育の基礎であり、こどもたちの将来に大きな影響を与えるため、指導

や研修を通じて教員の指導力向上に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

ＩＣＴを活用した学

校教育の推進 

１人１台端末の配布、電子黒板の導入

により、授業でＩＣＴが効果的に活用

されることで、児童生徒の授業の理解

度が高まっています。更なる学力向上

に繋げるため、教職員のスキルアップ

を図り、ＩＣＴ教育の推進を図りま

す。 

 ● ●   学校教育課 

複数担任制のための

非常勤職員の配置 

一人一人の個性を伸ばし、きめ細かな

指導の充実を図るため、複数担任制の

ための非常勤職員を配置します。 

 ● ●   学校教育課 

学力向上推進研修会 各校の学習指導主任が参加し、学力向

上のために、こどもたちの学力の傾向

把握と分析等を行います。 

 ● ●   学校教育課 

自然教室推進事業 鬼怒川に面した自然豊かな環境の中、

市内の小・中学生が自然教室を行う施

設で、宿泊を通して様々な体験ができ

る機会を提供します。 

 ● ●   自然教育センター 

教育国際交流 市内全中学校において、国際理解と友

好親善に資するため、海外の姉妹校等

との相互交流を実施しています。 

  ●   学校教育課 

マイ・チャレンジ推

進事業 

中学校２年生が連続３日間学校を離

れ、地域に出て、地域の人々との関わ

りを主とした社会体験活動を行いま

す。 

  ●   学校教育課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

英語教育の充実 英語による会話やプレゼンテーショ

ンをはじめとする言語活動の充実に

より、児童生徒の英語力の向上を目指

し、英語教育の充実を図ります。 

 ● ●   学校教育課 

英語検定・漢字検定

補助 

英語検定料・漢字検定料を助成するこ

とで受検への意欲を高め、英語能力お

よび日本語能力の向上に繋げます。 

 ● ●   学校教育課 

イングリッシュ・サ

マーキャンプ 

児童の英語に関する興味関心を高め

るため、ＡＥＴとの英語を用いたコミ

ュニケーション活動や諸外国の文化

に触れる機会の充実を図り、楽しく英

語と異文化を学ぶ場を提供します。 

 ●    学校教育課 

コミュニティ・スク

ール推進事業 

学校の教育活動に地域や保護者も参

画し、共に学校運営を進めていくため

に、学校と地域、保護者が目標を共有

し、協働することで、「地域と共にあ

る学校づくり」と「学校を核とした地

域づくり」を推進します。 

 ● ●  ● 学校教育課 
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基本施策３ すべてのこどもが意見を表明し、 

参画できるまち 

１．こども・若者の社会参画・意見表明機会の推進 

すべてのこどもが意見を表明し、参画できるまちを実現するため、こどもたちが自らの

意見を自由に表現できる機会を提供するとともに、地域や学校、家庭と連携し、こどもた

ちが年齢や発達段階に応じた形で意見を表明し、政策に反映される仕組みを整備します。

また、声を上げにくいこどもたちにも配慮し、誰もが参加できる環境をつくり、こどもた

ちの多様な意見やニーズを社会全体で尊重し、まちづくりに活かしていく取り組みを推

進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

子ども議会の開催 小・中学生を議員とした子ども議会を

開催することにより、市議会の仕組み

を理解し、市政への興味と関心を深め

るとともに、こどもの目から見た市政

への夢のある提言を求めることを目

的として開催します。 

 ● ●   生涯学習課 

ジュニアリーダース

クラブ活動支援事業 

高校生達が地域ボランティア活動を

通じて、メンバー相互の親善を図り、

自己を高める目的で実施する活動へ

の支援を行います。 

  ●   生涯学習課 

もおか若者会議 若者のまちづくりに参画する機会の

創出や未来を担う人材の育成を図る

ことを目的に、異業種間の交流や、真

岡市の未来についての研究、若者のリ

アルな意見を聞く事業の運営等を行

います。 

   ● ● 総合政策課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

真岡まちづくりプロ

ジェクト（通称まち

つく） 

高校生、大学生と地域の大人が、中心

市街地活性化を図る企画提案と、実際

に社会実験を行うことで、若い世代を

中心に、すべての人が真岡に住みた

い、真岡で働きたい、真岡で子育てし

たいと思えるまちの実現を図ります。 

  ● ● ● 
プロジェクト 

推進課 

真岡すきすきシェア

クラブ活動事業 

高校生が、身近にある疑問や課題を自

ら解決しながら、真岡の魅力を発信し

ていく活動です。次世代を担う若者の

自主性・主体性を育てるとともに、真

岡への愛着・誇りを育みます。 

  ● ●  秘書広報課 

中学生リーダー研修 他校の生徒と交流しながら、コミュニ

ケーション能力を高め、真岡市の魅力

を発見してＰＲする活動などを通し

て、学校や社会の諸問題を解決しよう

とする自主的・実践的な態度を育てま

す。 

  ●   学校教育課 

推し街ボランティア

事業 

高校生が、地縁団体や市民活動団体の

活動にボランティアとして参加し、体

験を通して自治組織や社会貢献活動

の必要性を考える機会となるよう支

援します。 

  ●   市民協働推進室 
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基本施策４ すべてのこどもが幸せに 

成長できる家庭や環境があるまち 

１．学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実を図り、性に関する科学的な知識の

普及や発達段階に応じた適切な教育を推進します。また、教育関係者や保護者と連携し、

学校教育と連動した啓発活動を行うとともに、喫煙や薬物、10 代の自殺、不健康なやせ

に加え、ヤングケアラーなどの潜在的な課題にも対応し、思春期における問題行動の未然

防止と健やかな成長に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

喫煙や薬物等に関す

る教育 

学校では、保健体育や学級活動を通し

て、児童生徒に喫煙や薬物等に対する

正しい知識を深めています。 

 ● ●   学校教育課 

思春期教室の開催 市内中学生を対象に、命の誕生・男女

交際・妊娠・出産・性感染症・ヤング

ケアラーなどについての正しい理解

を深めるため、思春期教室を開催しま

す。 

  ●   こども家庭課 

心理相談員の配置 【再掲】基本施策１－６ ● ● ●   学校教育課 

学校支援相談員の配

置 

【再掲】基本施策１－６ 
 ●    学校教育課 

教育支援センター 【再掲】基本施策１－６  ● ●   学校教育課 
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２．食育の推進 

こどもたちの心身の成長と人格形成に重要な食育を推進し、乳幼児期から思春期まで

の発達段階に応じた食に関する学習機会や情報提供を行います。また、食習慣の乱れや思

春期やせなどの健康問題に対応するため、農作物の収穫体験など、参加型の食育活動を充

実させ、健全な心と身体を育む基盤を整えます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

もぐもぐ教室(離乳

食)の開催 

おおむね６～７か月のこどもと保護

者を対象に、１回食から２回食に向け

ての進め方や大人の食事からの取り

分けレシピの紹介、卵の進め方等、デ

モンストレーションや参加型の離乳

食教室を開催します。 

●    ● こども家庭課 

乳幼児健康診査での

栄養指導 

こどもの発達段階に応じた栄養バラ

ンスや食生活のリズム、おやつの与え

方などを、集団指導と個別指導で行い

ます。 

●    ● こども家庭課 

農作物の収穫体験や

季節の野菜を食べる

などの事業 

自然の恵みを知り、感謝する心を育て

るため、水稲や野菜の栽培・収穫等を

実施し、食事環境に変化をもたらし、

楽しいと感じられるように工夫し、食

事の大切さについて周知します。 

 ●    農政課 

小・中学校での食に

関する学習の支援 

食事のあり方や望ましい食生活習慣

を確立させるため、食に関する情報の

普及啓発を図っています。栄養バラン

スを考えさせる機会の提供、地産地

消、食品ロス削減のための事業を実施

します。 

 ●    学校給食センター 

郷土料理や行事食の

継承 

学校給食センターで発行する「給食だ

より」や「食育だより」をとおして、

郷土料理や行事食などを紹介し、伝統

的な食文化に関する情報を提供して

います。こどもたちに伝統的な食文化

に関心を持たせるため、学校給食にお

ける郷土料理や行事食等の献立の活

用を促進します。 

 ●    学校給食センター 
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３．こども・若者への切れ目のない医療体制の充実 

本市の将来を担うこども・若者の健康と安全を守り、安心して日常生活を送れるよう、

夜間・休日を含む救急患者の受け入れ体制を強化し、安心して医療を受けられる医療体制

の充実に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

こどもに関わる医療

体制の充実 

こどもが、突発的な事故や病気のとき

に適切な医療が受けられるよう関係

機関と連携して救急医療体制の充実

を図ります。夜間・休日の初期救急を

真岡市休日夜間急患診療所が担い、安

心して医療を受けられる体制を提供

します。 

● ● ●  ● 健康増進課 

もおか健康相談２４ 急な病気やけがに役立つ情報を 24時

間年中無休で医師や保健師等が内容

に応じて指導助言する、電話相談「も

おか健康相談 24」の周知を図ります。 

● ● ● ● ● 国保年金課 

「かかりつけ医をも

ちましょう」の啓発

活動 

初期救急、二次救急医療機関の役割

や、日ごろから、なんでも相談できる

かかりつけ医をもつことについて周

知を図ります。 

● ● ● ● ● 健康増進課 

こども医療費の助成 こどもの病気の早期発見や治療を促

進し、保健の向上及び福祉の増進を図

ることを目的に、市内在住の高校３年

生までのこどもを対象に、保険診療が

適用された医療費の自己負担分及び

入院時の食事療養費を助成します。 

● ● ●   こども家庭課 

養育医療費の助成 赤ちゃんの出生体重が 2,000 グラム

以下又は身体の機能が未熟なままで

生まれ、医療機関に入院して養育を受

ける場合に、１歳を迎えるまでの保険

診療が適用された医療費の自己負担

分及び入院時の食事療養費を助成し

ます。 

●     こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

予防接種の推進 予防接種の正しい知識についての普

及啓発を行い、身近な場で予防接種の

相談や接種ができるよう、関係機関と

の連携強化を図ります。 

● ● ●  ● 健康増進課 
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４．こどもの健全育成 

少子化や核家族化に伴い、こどもたちが集団で行動する機会は減少し、社会性や規範意

識の発達に影響が出ている現状を踏まえ、安全な活動の場を積極的に確保し、地域住民や

公民館と連携して自然環境や歴史・文化を活用した体験活動の場を提供し、心豊かな人間

性や「生きる力」を育む取り組みを推進します。また、「放課後児童対策パッケージ」に

基づき、放課後児童クラブや放課後子ども教室のさらなる充実を図ります。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

真岡っ子をみんなで

育てよう事業 

【再掲】基本施策１－１ 
● ● ●  ● 生涯学習課 

放課後子ども教室の

実施 

地域、学校、関係課などが連携・協働

し、こどもたちが地域の中で放課後を

安全・安心に過ごし、放課後の時間を

活用し多様な体験・遊びの機会の充実

が図れるよう市内３校にて年度ごと

に参加者を募集し、放課後子ども教室

を実施します。 

 ●    生涯学習課 

放課後児童クラブと

放課後子ども教室の

連携型・校内交流型

の推進 

市内３校において同一小学校内で両

事業を実施し、放課後子ども教室実施

後の放課後児童クラブ施設等までこ

どもたちを見守ります。 

また、関係機関と連携を図るため、定

期的な打合せの機会や報告の機会を

設けます。 

 ●    
生涯学習課 

保育課 

放課後子ども教室に

おける学校施設の活

用に向けた具体的方

策 

学校施設の活用状況等について学校

や関係機関と定期的に協議、報告を行

い、放課後子ども教室が充実した内容

となるよう活用を図ります。 

 ●    生涯学習課 

放課後児童クラブで

の特別な配慮を必要

とする児童への対応 

障がいのある児童など特別な配慮を

必要とする児童の受け入れを行うた

めに、放課後児童支援員が、積極的に

研修会に参加できる環境を整え、障が

いのある児童など特別な配慮を必要

とする児童について、受け入れに努め

ます。 

 ●    保育課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

放課後児童クラブの

開所時間の延長に係

る取組 

利用者や地域のニーズ等を踏まえ、放

課後児童クラブの開所時間の延長に

ついて、利用者の意見を参考に検討し

ていきます。 

 ●    保育課 

放課後児童クラブの

役割を向上させるた

めの方策 

放課後児童クラブについて、こどもた

ちの安全・安心な居場所に加え、学習

やスポーツ、文化活動など、多様な体

験、活動を通じて、こどもたちが伸び

やかに成長することができるよう、内

容の充実に努めます。 

 ●    保育課 

放課後児童クラブの

育成支援の内容を、

利用者や地域住民へ

の周知を推進するた

めの方策 

放課後児童クラブにおける育成支援

や活動内容について、ホームページな

どを通じて、利用者や地域住民に対し

広く周知を図ります。 

 ●    保育課 

放課後児童対策に係

る福祉部局と教育委

員会の具体的な連携

方策 

新たな放課後の居場所づくりについ

てニーズなど調査研究し、市の総合的

な児童の放課後対策について関係各

課と定期的に協議、報告を行い、計画

的な整備を図ります。 

 ●    生涯学習課 
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５．地域活動・交流の推進 

こども・若者が心身ともに健やかに成長できるよう、家庭・学校・地域が連携し、「地

域の教育力」の向上を推進します。また、乳幼児期から地域の人々との触れ合いや、地域

行事・ボランティア活動への参加を通じて、自分の住むまちへの関心やまちづくりへの意

識を高める取り組みを推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

家庭教育オピニオン

リーダー養成研修 

学校や家庭、地域の教育力を回復する

手助けをする家庭教育のリーダーの

養成研修を行います。 

    ● 生涯学習課 

地域子どもすくすく

元気事業 

市民と行政が一体となり、思いやり、

郷土愛、生きる力を持った個性豊かな

こどもを育成することを目的に、地域

で実施する事業に対し補助金を交付

します。 

 ● ●  ● 生涯学習課 

子ども会育成会連絡

協議会運営支援 

各地域のこどもたちが、異年齢の人々

と関わり、様々な体験活動を行うこと

により、社会で生きる力を身に付ける

ことができるよう、子ども会育成会及

び各地区連絡協議会と連携し、子ども

会育成会の活性化を推進します。 

 ● ●  ● 生涯学習課 

ジュニアリーダース

クラブ活動支援事業 

【再掲】基本施策３－１ 
  ●   生涯学習課 

推し街ボランティア

事業 

【再掲】基本施策３－１ 
  ●   市民協働推進室 
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６．良質な居住環境の確保 

住宅は、安全・安心で快適な生活を送るための家庭の基盤であるため、ユニバーサルデ

ザインを取り入れた利便性と安全性の高い良質な住宅の供給や取得を支援するとともに、

情報提供などにも積極的に取り組みます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

若者・子育て世代定

住促進住宅取得支援

事業 

若者の市内定住促進と子育て世代の

負担軽減を図るため、新築・中古住宅

を取得し定住する若者・子育て世代に

対し、取得した住宅に係る固定資産税

相当額の一部を補助します。 

    ● 建設課 

入居者募集案内の情

報提供 

市ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を

活用し、所得水準が低く住宅に困窮し

ているファミリー世帯に対し、市営住

宅の入居者募集案内の情報提供を行

います。 

● ● ● ● ● 建設課 

公営住宅の優先入居 入居の取り扱いについては、公営住宅

法に基づき、公開抽選方式により、ひ

とり親家庭や高齢者世帯及び障がい

者世帯に対し優先部屋割当等の措置

を講じています。住宅困窮度に配慮し

ながら、本市の実情に応じた適切な選

考基準を設け、公正な運用を推進しま

す。 

● ● ● ● ● 建設課 

空き家バンクによる

住宅情報提供とリフ

ォーム補助 

空き家バンクによる住宅情報をホー

ムページ等により提供するとともに、

その住宅をリフォームする際、中学生

以下のこどもの人数に応じて加算す

る補助制度により、住宅取得の支援と

経済的負担の軽減を図ります。 

    ● くらし安全課 
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７．こどもの遊び場の整備 

こどもたちが身近な場所で安全かつ生き生きと遊べる環境を提供し、遊びの重要性を

活かした成長を支えるため、遊び場の充実と維持管理に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

総合運動公園子ども

広場 

３段階の年齢層にエリア分けし、登

る・すべる・くぐる・はねるなど、様々

な機能を備えた複数の遊具を組み合

わせ、それぞれの年齢にふさわしい遊

具を設置し、幅広い年齢層のこどもた

ちが、無理なく安全に楽しめる広場を

提供します。 

● ● ● ● ● スポーツ振興課 

真岡駅子ども広場 立地適正化計画によるまちづくりと

して、都市機能誘導区域に指定されて

おり、都市機能としての役割を担う施

設として、小学校２年生までのお子さ

んと保護者を対象とした、無料で安全

にいつでも気軽に遊べる屋内型のこ

どもの遊び場を提供します。 

● ●   ● こども家庭課 

根本山自然観察セン

ター 

根本山いきものふれあいの里の中心

施設で、季節ごとに見られる動植物の

写真展示や自然情報の提供、観察用具

の貸し出しなどを行います。また、里

山の生き物観察や調査、自然の恵みを

素材に使ったクラフトづくりなど、一

年を通して里山の自然とふれあえる

楽しい行事を開催します。 

● ● ● ● ● 
根本山自然観察

センター 

複合交流拠点施設

「monaca」 

複合交流拠点施設「monaca」が地域の

文化とコミュニティの拠点となるよ

う、子育て支援においても、市内外か

らの利用者の交流、読み聞かせ等のボ

ランティア団体をはじめ、図書館、近

隣施設や民間団体との事業連携など、

幅広いアプローチにより事業を展開

します。 

● ● ● ● ● 関係各課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

公園施設の整備・改

修 

親子の触れ合いの場を創出し、子育て

しやすい環境の充実を図るため、公園

新設の際の施設整備や、機能向上を伴

う遊具等の改修を推進します。 

● ● ●  ● 都市計画課 
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８．こどもたちの安全の確保 

こどもを犯罪から守るため、防犯ボランティアやＰＴＡ、地域の協力を得て、通学路な

どのパトロールや防犯講習会を実施し、市民の自主防犯行動を促進するための情報提供

や情報交換を行います。また、こどもを交通事故から守るため、警察や保育所（園）、学

校、地域や関係団体との連携を強化し、総合的な交通事故防止の取り組みを推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

地域ぐるみでこども

を見守るための対策

等 

声かけ・あいさつ運動や、自主的な防

犯パトロールの実施を推進するため

の支援を行います。 

 ●    学校教育課 

防犯機器の所持を啓

発 

こどもを犯罪から守るため、市内小学

校及び中学校において、保護者に対し

て防犯機器の所持を働きかけます。 

 ●    学校教育課 

防犯灯設置補助事業 夜間の通行の安全確保と地域の犯罪

防止のために、地域に対し防犯灯設置

を支援します。 

● ● ● ● ● くらし安全課 

こども１１０番の家

の協力依頼 

こどもたちが犯罪や不審者などから

逃れる緊急避難場所として、「こども

110番」の掲示を依頼し、事業の推進

を図ります。 

 ● ●   生涯学習課 

真岡っ子をみんなで

育てよう事業 

【再掲】基本施策１－１ 
● ● ●  ● 生涯学習課 

危機情報の共有体制

の推進 

真岡警察署では、こどもを犯罪から守

るための不審者情報等を「地域安全情

報」としてメール配信をしています。

また、栃木県警察では、「ルリちゃん

安全メール」を配信しています。この

ような地域安全情報を学校・保育施設

等で共有することが重要であること

から、関係機関と連携を深めます。 

● ● ● ● ● 
学校教育課 

保育課 

少年指導センター 青少年の初発型非行（万引き、盗難等）

の防止を図るため、少年指導員が市内

パトロールを実施します。また、親と

子の悩み相談電話を受け付けていま

す。 

 ● ●  ● 生涯学習課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

交通安全教室の実施 保育所（園）、認定こども園、幼稚園、

小・中学校で交通安全教室等を実施

し、交通安全意識の高揚を図ります。 

● ● ●   くらし安全課 

未就学児を中心にこ

どもが日常的に集団

で移動する経路の緊

急安全点検の実施 

保育所（園）、認定こども園、地域型

保育事業所において、日常的に集団で

移動する経路について、実態把握に努

めるとともに、危険箇所の改善要望を

受けた場合は、関係機関と連携し、改

善に努めます。 

●     保育課 

通学路の指定及び安

全の確保 

児童生徒の登下校時の安全確保のた

め、各学校で指定をしている通学路に

ついて、実態把握に努めるとともに、

通学路危険箇所の改善要望を受けた

場合は、関係機関と連携し、通学路の

改善に努めます。 

 ● ●   学校教育課 

スクールガード こどもたちの登下校の時間に合わせ

て、通学路や近くの公園などをパトロ

ールしながら、こどもたちを見守る活

動を行います。 

 ● ●   学校教育課 

幼児用補助装置（チ

ャイルドシート等）

購入補助金 

保護者の負担を軽減するため、６歳未

満の乳幼児がいる家庭に対し、チャイ

ルドシート等購入補助を実施してい

ます。 

    ● こども家庭課 

ながら見守り隊（愛

称：にこにこ見守り

隊） 

真岡警察署管内の事業所等と個人が

協力し、日常生活や仕事での外出時に

こどもたちの登下校を見守る活動に

協力します。 

 ● ●  ● くらし安全課 

子育て関連施設の環

境整備 

こどもたちが安全・安心に過ごせるよ

う、保育所（園）などの児童福祉施設

等の環境改善を図ります。 

●     保育課 
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９．こどもを取り巻く有害環境対策の推進 

急速な情報化の進展に伴い、こどもたちを取り巻く有害な社会環境の影響が懸念され

る中、有害図書の調査や有害施設への立ち入り制限を行うとともに、インターネットの適

切かつ安全な利用を促進するため、保護者に対して「フィルタリング」の普及啓発を行い

ます。また、関係機関に自主的な措置を求め、家庭、学校、地域での情報モラル教育を推

進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

有害図書等立入り調

査 

青少年の健全な育成を阻害するおそ

れがある図書取扱店に対し、点検・指

導を行います。 

 ● ●   生涯学習課 

安全・安心な情報通

信サービスの利用 

インターネットを利用する際に、こど

もたちを有害情報との不用意な接触

から守るフィルタリングの周知や、イ

ンターネットを適切かつ安全・安心に

利用するための正しい知識の啓発に

努めます。 

 ● ● ● ● くらし安全課 
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基本施策５ 家庭や子育てに夢を持ち、 

子育てに伴う喜びを実感できるまち 

１．ひとり親家庭等の自立支援 

ひとり親家庭が抱える課題に対応するため、子育て・生活支援、就業支援、経済的支援

を総合的に実施し、安心して暮らせる環境を整えるための支援を行います。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

児童扶養手当 父母の離婚、父または母の死亡などに

よって、父または母と生計を同じくし

ていない児童や、父または母が重度の

障がいの状態にある児童が心身とも

に健やかに育成されることを目的に

支給します。 

● ● ●  ● こども家庭課 

母子・父子自立支援

員による相談支援 

母子・父子自立支援員や民生委員児童

委員がひとり親家庭の自立に必要な

情報提供や相談を行い、ひとり親家庭

の自立を支援します。 

    ● こども家庭課 

女性相談支援員によ

る相談支援 

母子・父子・寡婦の生活等に関する相

談や夫等からの暴力（ＤＶ関係）・離婚

問題などに関する相談支援を行いま

す。 

    ● こども家庭課 

高等職業訓練促進給

付金等事業 

就職に結びつきやすい各種資格（看護

師、介護福祉士、保育士、理学療法士、

作業療法士等）を取得するための養成

機関に修学する市内在住のひとり親

家庭の母及び父に対し、修学期間中に

おける生活費の負担軽減を図る為、高

等職業訓練促進給付金を支給します。

また、修了後には修了支援給付金を支

給します。 

    ● こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

ひとり親家庭の就労

支援 

ひとり親家庭の保護者の相談に応じ、

生活状況や就業への意欲等の状況を

把握した上で、自立支援プログラムを

策定し、資格取得促進のための事業の

紹介やハローワークと連携し就労支

援を行います。 

    ● こども家庭課 

母子家庭等自立支援

教育訓練給付金事業 

ひとり親家庭の母及び父の主体的な

能力開発の取組を支援し、ひとり親家

庭の自立の促進を図ることを目的と

して、雇用保険制度の教育訓練給付の

指定教育訓練講座等の就業に結びつ

く可能性の高い講座を受講した場合

に、対象者が受講の為に支払った費用

の一部を自立支援教育訓練給付金と

して支給します。 

    ● こども家庭課 

ひとり親家庭医療費

の助成 

18歳に達する日以降最初の 3月 31日

までの児童を養育するひとり親家庭

の親と子に対し、保険診療分の医療費

の一部を助成します。 

● ● ● ● ● こども家庭課 

遺児手当 父母の一方又は両方が死亡した児童

について、遺児手当を支給し、児童の

健全な育成及び福祉の増進を図りま

す。 

● ● ● ● ● こども家庭課 

母子・父子・寡婦福

祉資金貸付事業（県） 

ひとり親家庭の経済的自立とその扶

養する子の福祉の増進を図るため、修

学資金等の各種資金貸付の相談を行

います。 

    ● こども家庭課 
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２．子育てに関わる経済的負担の軽減 

社会情勢の変化により物価上昇が続く中、子育て家庭の経済的負担が増大している現

状を踏まえ、児童手当やこども医療費助成、出産準備手当、赤ちゃん誕生祝金などの支援

に加え、今後も家庭状況に応じた経済的支援の充実を図り、子育て家庭の負担軽減に努め

ます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

児童手当 高校生年代までの児童を養育してい

る保護者へ児童手当を支給します。 
● ● ●  ● こども家庭課 

児童扶養手当 【再掲】基本施策５－１ ● ● ●  ● こども家庭課 

出産準備手当（マタ

ニティ手当） 

市民だれもが安心してこどもを産み

育てる環境を整備し、少子化対策及

び子育て支援の一翼を担うことを目

的に、出産応援金に加え、胎児１人に

つき２万円を支給します。 

    ● こども家庭課 

赤ちゃん誕生祝金 市民だれもが安心してこどもを産み

育てる環境を整備し、少子化対策及

び子育て支援に寄与することを目的

に、子育て応援金に加え、第１子及び

第２子がともに２万円、第３子以降

は３万円の祝金を支給します。 

●    ● こども家庭課 

乳児紙おむつ及び乳

児紙おむつ用ごみ袋

購入助成券支給事業 

市民だれもが安心してこどもを産み

育てることができる環境を整備し、

少子化対策及び子育て生活支援を図

ることを目的に、乳児紙おむつ及び

乳児紙おむつ用ごみ袋購入助成券を

支給します(ごみ袋は令和５年度よ

り支給）。 

●    ● こども家庭課 

妊産婦医療費の助成 妊産婦の病気の早期発見と治療を促

進し、母子保健の向上を図ることを

目的に、母子健康手帳の交付を受け

た月の初日から出産（流産）した月の

翌月の末日まで、保険診療が適用さ

れた医療費の自己負担分を助成しま

す。 

    ● こども家庭課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

こども医療費の助成 【再掲】基本施策４－３ ● ● ●   こども家庭課 

養育医療費の助成 【再掲】基本施策４－３ ●     こども家庭課 

妊産婦健康診査費用

助成 

母親が健康で子育てが行えるように

妊娠期から産後の健康管理のため

に、妊婦健康診査費用 14 回(多胎妊

娠の場合は 19回）及び、産後２週間

健康診査と産後１か月健康診査費用

を助成します。 

●    ● こども家庭課 

新生児聴覚検査費助

成事業 

【再掲】基本施策２－１ 
●     こども家庭課 

１か月児健康診査受

診費助成事業 

【再掲】基本施策２－１ 
●    ● こども家庭課 

ファミリー・サポー

ト・センター利用料

助成 

ファミリー・サポート・センターに登

録し、相互援助活動を利用した場合

（同一世帯のこどもを複数預かる場

合は、２人目から半額）に、その利用

料１時間あたり 200 円（利用料が半

額の場合は 100 円）を助成すること

により、保護者の経済的負担の軽減

を図り、育児と仕事の両立を支援し

ます。 

● ●   ● こども家庭課 

幼児教育・保育無償

化の制度 

保育所（園）、認定こども園、幼稚園

に通う３歳から５歳までのこどもの

利用料（保育料）及び第２子の利用料

（保育料）が無償となります。 

また、０歳から２歳までの住民税非課

税世帯のこどもの利用料（保育料）を

無償にします。 

●     保育課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

保育所（園）及び認定

こども園の副食費の

補助制度 

保育所（園）及び認定こども園に在園

している、年収 360万円未満の世帯の

こどもの副食費を免除します。 

また、年収 360万円以上の世帯で、１

号認定は小学３年生から、２号認定は

未就学児から数えた場合の第３子以

降のこどもの副食費を免除します。 

さらに、18 歳未満から数えた場合の

第３子以降のこどもの副食費につい

ても、月額 4,800円を上限として補助

します。 

●     保育課 

多子世帯への支援 多子世帯を対象とした支援の充実を

図り、経済的負担等の軽減に取り組み

ます。 

●    ● 関係各課 

助産制度 保健上必要があるにもかかわらず、経

済的理由により入院助産を受けるこ

とができない妊産婦への支援を検討

します。 

    ● こども家庭課 

国民年金保険料の産

前産後免除制度 

国民年金第１号被保険者（自営業者な

ど）が出産を行った際に、出産予定日

（または出産日）が属する月の前月か

ら、４か月間の保険料を免除する制度

です。免除された期間も保険料を納付

したものとして、将来の老齢基礎年金

の年金額に反映されます。市広報等を

通し、免除制度について周知を実施し

ます。 

    ● 国保年金課 

若者・子育て世代定

住促進住宅取得支援

事業 

【再掲】基本施策４－６ 

    ● 建設課 

幼児用補助装置（チ

ャイルドシート等）

購入補助金 

【再掲】基本施策４－８ 

    ● こども家庭課 

空き家バンクによる

住宅情報提供とリフ

ォーム補助 

【再掲】基本施策４－６ 

    ● くらし安全課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

住宅ローンの金利優

遇 

真岡市と住宅金融支援機構の連携に

より、「真岡市若者・子育て世代定住

促進住宅取得支援事業」または「空き

家バンクリフォーム補助」の対象者が

住宅ローン（フラット 35／子育て支

援型）を利用する場合、金利が引き下

げられます。 

    ● 
建設課 

くらし安全課 

国民健康保険税の未

就学児均等割額軽減

制度 

未就学児に係る均等割額が半額とな

ります。既に上記の所得状況に応じた

軽減が適用されている場合には、軽減

後の均等割額がさらに半額となりま

す。制度の周知を実施します。 

    ● 国保年金課 

国民健康保険税の産

前産後期間免除制度 

出産予定日又は出産日が属する月の

前月から４か月間の国民健康保険税

が免除されます。制度の周知を実施し

ます。 

    ● 国保年金課 
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３．子育てにおける相談・情報提供の充実 

少子化や核家族化、共働き世帯の増加に伴い、地域における人と人とのつながりが希薄

化し、子育て機能の低下が指摘される中、子育て家庭の孤立感や育児不安を軽減するため、

安心して気軽に相談できる体制の整備や、保護者同士の情報交換ができる環境の充実に

努めます。また、様々な媒体を活用して情報提供を強化し、子育て家庭が適切なアドバイ

スを受けられる場を提供します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

こども家庭センター 【再掲】基本施策１－２ ● ● ●  ● こども家庭課 

子育て支援センタ

ー、にのみや保育園

子育て支援センター

（地域子育て支援拠

点事業） 

乳幼児のいる子育て中の親子、親同

士、こども同士の交流や育児相談、子

育て情報提供等を行います。 ●    ● こども家庭課 

障害児者相談支援セ

ンター 

相談支援専門員が、障がいのある方や

そのご家族などから様々な相談をお

聞きし、一人一人にあった支援を一緒

に考えます。 

● ● ● ●  社会福祉課 

生活困窮者自立相談

支援センター 

収入が不安定で家賃や税金を滞納し

ているなど、経済的に困窮している方

の相談を受け、どのような支援が必要

か一緒に考え、具体的な支援プランを

作成し、寄り添いながら自立に向けた

支援を行います。 

    ● 社会福祉課 

エンゼル広場 親子で保育施設に来所し、在園児と楽

しく遊び、保護者同士の交流を図るこ

とができます。また、育児に関する悩

みを相談するなどの豊かな子育て支

援を行います。 

●     保育課 

もしもしテレフォン

相談室 

保育士が子育てや育児に関する悩み

や相談事を、電話で助言・指導します。 
●     保育課 

もおか健康相談２４ 【再掲】基本施策４－３ ● ● ● ● ● 国保年金課 
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事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

まちなか保健室ほっ

とステーション 

訪れた人が気軽に健康チェックをし

たり、保健師・看護師・助産師による

健康相談を受けられるとともに、お茶

などを飲みながら、訪れた人同士が交

流できる場所を提供します。 

● ● ● ● ● 健康増進課 

マタニティ・子育て

相談会の開催 

妊婦、乳幼児を対象に、保健師・助産

師・栄養士等を配置し、健康管理や栄

養、育児の悩みなどの相談会を行いま

す。 

●    ● こども家庭課 

子育てモバイルサイ

トの充実 

【再掲】基本施策１－４ 
●    ● こども家庭課 

もおか子育てガイド

ブックの充実 

妊娠期から義務教育までのお子さん

のいるご家庭にお役に立つ多くの情

報を掲載します。こども家庭課、市民

課、二宮支所、子育て支援センターに

て配布するほか、ホームページにも掲

載します。 

● ●   ● こども家庭課 

ファミサポだよりの

配布 

公共施設、医療機関、保育所（園）、

認定こども園、幼稚園の子育て支援施

設等がひと目でわかるよう掲載し、毎

年情報を更新し、最新の情報提供に努

めます。 

    ● こども家庭課 

祖父母リーフレット

の配布 

【再掲】基本施策２－２ 
●     こども家庭課 
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４．子育て支援ネットワークの強化 

令和７年１月に開設した複合交流拠点施設「monaca」では、新たな子育て支援拠点とし

て、遊びや子育て相談、交流の場を提供し、子育て家庭への支援の充実を図ります。また、

市民による自主的な支援活動を促進し、関係団体と連携して地域全体で子育て支援のネ

ットワークを形成し、子育て環境の充実に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

複合交流拠点施設

「monaca」 

【再掲】基本施策４－７ 
● ● ● ● ● 関係各課 

ファミリー・サポー

ト・センター 

乳幼児や小学生等の児童を有する

子育て中の保護者を会員として、

児童の預かり等の援助を受けるこ

とを希望する者と当該援助を行う

ことを希望する者との相互援助活

動を行います。 

● ●   ● こども家庭課 

家庭教育オピニオン

リーダーへの支援 

学校や家庭、地域の教育力を回復する

手助けをする家庭教育のリーダーを

通じて、地域に根差した家庭教育の支

援を行います。 

    ● 生涯学習課 

子育て学級「コアラ

ちゃんクラブ」 

親同士・こども同士の交流を深めると

同時に両親に対する支援の充実を図

ります。 

● ●   ● 生涯学習課 

こども食堂参入者へ

の連携支援 

必要に応じて助成金を交付するとと

もに、社会福祉協議会に寄付いただい

た食材をこども食堂参入者へ提供す

る等により事業運営を支援します。 

● ● ● ● ● 社会福祉協議会 

フードバンク参入者

への連携支援 

※本事業は生活困窮者に対するもの

であり、子どもに関する要素がごく僅

かであることから削除する 

● ● ● ● ● 社会福祉協議会 
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５．安心して外出できる環境の整備 

妊産婦や乳幼児連れの親、障がい者、高齢者など、すべての人が「どこでも、だれでも、

自由に、使いやすく」利用できるユニバーサルデザインに基づく道路交通環境の整備を推

進します。特に、生活道路や通学路では、歩道整備や車両速度抑制のための物理的デバイ

ス設置など、安全な歩行空間の確保に取り組みます。また、公共施設ではユニバーサルデ

ザインに基づくバリアフリー化を推進し、すべての人が安心して外出できる環境を整備

します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

公共施設のバリアフ

リー化の推進 

こどもや妊産婦などが安心して利用

できるよう、「栃木県ひとにやさしい

まちづくり条例」に基づき、道路や公

共施設などのバリアフリー化を推進

します。 

● ● ● ● ● 関係各課 

子育てにやさしい公

共施設などの整備 

子育て中の親子が利用しやすいよう、

授乳コーナー、ベビーベッドなどを設

置し（赤ちゃんの駅）、子育てにやさ

しい公共施設などを整備します。 

●    ● 関係各課 

マタニティマークの

促進 

妊産婦が、交通機関等を利用する際に

身に付け、周囲が妊産婦への配慮を示

しやすくするため、マタニティマーク

をキーホルダーやカードを活用し普

及啓発に努めます。 

さらに、交通機関、職場、飲食店、そ

の他の公共機関等が受動喫煙への配

慮など、妊産婦に優しい環境づくりを

推進します。 

    ● こども家庭課 
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６．家庭生活における男女共同参画の推進 

家庭では、男女が協力して家事や育児に取り組むことが求められるため、「男性は仕事、

女性は家庭」という固定的な役割分担意識を見直し、男性が積極的に家事や育児に関わる

ことで、仕事と家庭のバランスが取れたライフスタイルを選択できる社会を目指します。

そのため、男性の家事・育児への参加を促進し、情報提供や機会の提供を通じて、男女が

協力して家庭を営む環境づくりを推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

男女共同参画に関す

る情報発信 

誰もが個性や能力を活かすことがで

きるよう、性別による固定的役割分担

意識解消のための啓発活動を行い、男

女共同参画意識の向上に努めます。 

 ● ● ● ● 市民協働推進室 

講演会・講座等の開

催 

男女共同参画社会実現のため、講演会

や講座等を開催し、男女平等の意識が

幼少期から育まれるよう、こどもを持

つ保護者等が興味・関心の持てる講座

内容に努め、積極的な参加を促しま

す。 

 ● ● ● ● 市民協働推進室 

情報誌（アス）の配

布 

男女共同参画に関する意識醸成が促

進されるよう、掲載情報のブラッシュ

アップに努め、広く周知を図ります。 

   ● ● 市民協働推進室 

マタニティセミナー

の開催 

妊娠中の夫婦を対象に両親学級を開

催し、妊娠・出産・育児についての理

解を深め、安心して育児に取り組める

よう支援します。 

    ● こども家庭課 

子育て学級「コアラ

ちゃんクラブ」 

【再掲】基本施策５―４ 
● ●   ● 生涯学習課 

男性の家事育児支援 男性向けの料理教室や、父親とこども

が一緒に参加する体験教室を開催し、

男性の家事・育児参加を促進します。 

● ● ● ● ● 市民協働推進室 
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７．子育てと仕事の両立支援の推進 

共働き世帯が増加する中、誰もがやりがいを感じながら安心して子育てを続けられる

よう、保育サービス等の充実を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、

企業に対して長時間労働の削減や多様な働き方の促進を働きかけます。また、父親も含め

た育児休業の取得促進や労働時間の短縮を推進し、子育て家庭が心豊かに暮らせる社会

を目指します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

保育施設における保

育内容の充実 

市内保育施設の保育サービス（延長保

育、病児・病後児保育、休日保育等）

の充実を図ります。 

● ●    保育課 

働きやすい職場づく

りの普及啓発 

関係機関（国・県・商工団体）と連携

し、一人一人が多様な働き方を選択

し、男女共に育児と仕事の両立が実現

できるよう働きやすい職場づくりに

向けたワーク・ライフ・バランスの普

及啓発に努めます。 

   ● ● 
市民協働推進室

商工観光課 
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８．出会い・結婚に向けた支援 

生涯未婚率の増加や晩婚化・晩産化、ライフスタイルの多様化や経済的不安により、結

婚に踏み切れない若者が増加していることから、地域や職場での出会いの機会を提供す

るイベントの開催や、結婚相談員などのサポート人材の育成に努め、地域との連携による

相談支援体制を強化し、結婚支援を推進します。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

結婚を希望する方へ

の結婚相談会の開催 

月１～２回、結婚相談員による結婚相

談会を開催し、結婚を希望する方の登

録や情報交換を行います。身上報告書

の交換やお引き合わせ等について、結

婚相談員がサポートします。 

   ●  
出会い結婚 

サポートセンター 

婚活イベント等の開

催 

婚活イベント等を開催し、結婚を希望

する方へ、出会いの機会の場を提供し

ます。 

   ●  
出会い結婚 

サポートセンター 

婚活セミナーの開催 結婚を希望する方をサポートするた

め、コミュニケーションや身だしなみ

のスキル向上を図る、独身男女を対象

にしたセミナーを開催します。 

   ●  
出会い結婚 

サポートセンター 

とちぎ結婚支援セン

ター登録料補助事業 

出会いの機会を増やすため、とちぎ結

婚支援センターの登録料の一部を補

助します。 

   ●  
出会い結婚 

サポートセンター 

結婚相談員への活動

支援 

出会い結婚サポートセンター内に「真

岡市結婚相談員連絡協議会」の事務局

を設置し、結婚登録者情報の管理と結

婚相談員への活動支援を行います。 

   ●  
出会い結婚 

サポートセンター 

結婚相談員の研修へ

の参加 

とちぎ未来クラブ主催の結婚相談員・

婚活サポーター合同研修会等へ参加

し、結婚相談員のスキルアップに努め

ます。 

   ●  
出会い結婚 

サポートセンター 
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９．不妊に対する支援の充実 

不妊治療における経済的負担を軽減するため、配偶者間の体外受精や顕微授精にかか

る費用の一部を助成するとともに、不妊治療に関する情報提供や医学的相談、心の悩みに

対する相談支援体制の充実に努めます。 

 

事業名 事業内容 

ライフステージ 

担当課 

乳
幼
児
期 

学
童
期 

思
春
期 

青
年
期 

子
育
て
当
事
者 

若者 

栃木県不妊・不育専

門相談センターの周

知 

栃木県では、一般的な不妊治療から生

殖補助医療に至る医学的情報の提供

や、不妊・不育に関する心の悩みなど

の多様な相談に応えるため、「栃木県

不妊・不育専門相談センター」を開設

し、助産師や産婦人科医師による相談

のほか、男性不妊専門医による相談も

実施しています。「栃木県不妊・不育

専門相談センター」の周知とその活用

を推進します。 

    ● こども家庭課 

不妊治療費の助成 不妊治療の経済的負担の軽減を図る

ため、医療保険が適用されない人工受

精・体外受精・顕微授精に対して、経

費の一部を助成します。 

    ● こども家庭課 
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子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業 

基本施策６ 教育・保育事業、地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保 

１．子ども・子育て支援事業計画の基本的な考え方 

子ども・子育て支援新制度は、子ども・子育て関連３法（子ども・子育て支援法／認定

こども園法の一部改正／子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律）に基づく制度であり、「質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大及び確保、教育・保育の質的改善」及び「地

域の子ども・子育て支援の充実」を目的とした制度です。 

子ども・子育て支援事業計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育、地

域の子育て支援についての需給計画です。子育て家庭等の現在の利用状況と利用希望を踏ま

えて「量の見込み」を設定し、就学前児童が利用する認定こども園、幼稚園及び保育所（園）

の施設並びに小規模保育事業などの地域型保育事業の状況を明らかにするものです。 

（１）事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設型給付 
○保育所（園） ○認定こども園 

○幼稚園 

○ 

地域型保育給付 
○小規模保育 

（定員は６人以上１９人以下） 

○家庭的保育 

（保育者の居宅等において保育を行う。） 

○居宅訪問型保育 

（こどもの居宅等において保育を行う。） 

○事業所内保育 

（事業所内の施設等において保育を行う。） 

児童手当 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業・子どもを守る地

域ネットワーク機能強化事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター） 

⑧一時預かり事業 

⑨時間外保育事業（延長保育） 

⑩病児保育事業、子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業） 

⑪放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な事業者の参入促進・能力開発事業 

⑭子育て世帯訪問支援事業 

⑮児童育成支援拠点事業 

⑯親子関係形成支援事業 

⑰産後ケア事業 

⑱妊婦等包括相談支援事業 

⑲乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 
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（２）教育・保育提供区域の設定 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域は、市全域を１区域とします。 

 

（３）教育・保育の認定について 

「保育所（園）」、「認定こども園」、「幼稚園」、「地域型保育事業」の教育・保育を利用

するこどもについては、以下の３つの認定区分が設けられ、この区分に基づいて施設型給

付等が行われます。 

 

〈教育・保育の認定区分〉 

認定区分 利用時間 施設・事業 

１号認定こども 

満３歳以上の小学校就学前のこどもであって、

２号認定以外のこども 

教育標準時間 
認定こども園 

幼稚園 

２号認定こども 

満３歳以上の小学校就学前のこどもであって、

保護者の労働や疾病等により、家庭において必要

な保育を受けることが困難であるこども 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所（園） 

認定こども園 

３号認定こども 

満３歳未満のこどもであって、保護者の労働や

疾病等により、家庭において必要な保育を受ける

ことが困難であるこども 

保育標準時間 

保育短時間 

保育所（園） 

認定こども園 

地域型保育事業 

※１号認定の教育標準時間外の利用については、一時預かり事業（幼稚園型）等の対象となります。 

※夫婦ともにフルタイム勤務であるなど、客観的には保育認定（２号認定を受けることができる場合であって

も、保護者が幼稚園の利用を希望する場合には、教育標準時間認定（１号認定）を受けて幼稚園を利用する

ことが可能です。 

※保育の必要性は保護者の労働、疾病等により家庭において必要な保育を受けることが困難である場合に認定

されます。本市では保育の必要性に係る労働時間の下限を１か月あたり 64時間としています。 

 

 

 

 

 

 

  

○教育標準時間：１日４時間の幼児教育 

○保育標準時間：１日最大 11時間の保育（主にフルタイムの労働を想定） 

○保育短時 間：１日最大８時間の保育（主にパートタイムの労働を想定） 



第５章 子ども・子育て支援事業計画 

115 

２．教育・保育事業の量の見込み 

（１）教育・保育の給付（必要量の見込み、確保の内容、実施時期） 

 

■量の見込みの算出根拠 

① １号認定（３～５歳児） 

◆令和６年５月１日現在の認定こども園・幼稚園の入園児童数は 226人で、定員 400人

に対する充足率は 56.5％となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

 

② ２号認定（３～５歳児） 

◆令和６年４月１日現在の保育所（園）・認定こども園の入園児童数は 1,114人で、定員

1,388人に対する充足率は 80.3％となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆２号認定のうち「３－５歳教育」とは、幼稚園と預かり保育を併用して利用している

人数となっています。 

 

③ ３号認定（０歳児） 

◆令和６年４月１日現在の保育所（園）・認定こども園・小規模保育施設の入園児童数は

63人で、定員 201人に対する充足率は 31.3％となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆共働き世帯の増加による保育ニーズの拡大等の動向に注視し、事業量の確保に努めます。 

 

④ ３号認定（１・２歳児） 

◆令和６年４月１日現在の保育所（園）・認定こども園・小規模保育施設の入園児童数は

614人で、定員 711人に対する充足率は 86.4％となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆共働き世帯の増加による保育ニーズの拡大等の動向に注視し、事業量の確保に努めます。 
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■量の見込みと確保方策 

（単位：人） 

 令和７年度 令和８年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
保育 

0歳 
保育 

1歳 
保育 

2歳 
保育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
保育 

0歳 
保育 

1歳 
保育 

2歳 
保育 

①量の見込み 
（必要利用定員総数） 

420 32 1,078 189 243 318 362 32 1,034 187 248 332 

②
確
保
の
内
容 

特定教育・保育
施設 

400 38 1,350 189 287 376 400 38 1,350 189 287 376 

確認を受けない 
幼稚園 

521 － － － － － 521 － － － － － 

地域型保育事業 － － － 12 24 24 － － － 12 24 24 

幼稚園及び預か
り保育 

74 － － － － － 74 － － － － － 

②合 計 995 38 1,350 201 311 400 995 38 1,350 201 311 400 

②－① 575 6 272 12 68 82 633 6 316 14 63 68 

 令和９年度 令和 10年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
保育 

0歳 
保育 

1歳 
保育 

2歳 
保育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
保育 

0歳 
保育 

1歳 
保育 

2歳 
保育 

①量の見込み 
（必要利用定員総数） 

317 32 1,011 186 245 338 278 32 987 184 243 335 

②
確
保
の
内
容 

特定教育・保育
施設 

400 38 1,350 189 287 376 400 38 1,350 189 287 376 

確認を受けない 
幼稚園 

521 － － － － － 521 － － － － － 

地域型保育事業 － － － 12 24 24 － － － 12 24 24 

幼稚園及び預か
り保育 

74 － － － － － 74 － － － － － 

②合 計 995 38 1,350 201 311 400 995 38 1,350 201 311 400 

②－① 678 6 339 15 66 62 717 6 363 17 68 65 

 令和 11年度 

 

１号 ２号 ３号 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
教育 

3-5歳 
保育 

0歳 
保育 

1歳 
保育 

2歳 
保育 

①量の見込み 
（必要利用定員総数） 

261 32 1,033 183 242 332 

②
確
保
の
内
容 

特定教育・保育
施設 

400 38 1,350 189 287 376 

確認を受けない 
幼稚園 

521 － － － － － 

地域型保育事業 － － － 12 24 24 

幼稚園及び預か
り保育 

74 － － － － － 

②合 計 995 38 1,350 201 311 400 

②－① 734 6 317 18 69 68 
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（２）教育・保育の確保方策のまとめ 

教育・保育の確保方策としては、幼稚園から認定こども園への移行、地域型保育事業の

整備、認可保育所（園）の定員増などにより教育・保育の提供を確保します。 

 

〈確保方策として定める特定教育・保育施設等の数〉 

（単位：か所） 

施設の種類 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

特
定
教
育
・
保
育
施
設 

幼稚園 0 0 0 0 0 

保育所（園） 10 10 10 10 10 

認定こども園（幼保連携型） 8 8 8 8 8 

認定こども園（幼稚園型） 0 0 0 0 0 

認定こども園（保育所（園）型） 0 0 0 0 0 

認定こども園（地方裁量型） 0 0 0 0 0 

保育所（園）分園 0 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 4 4 4 4 4 

特
定
地
域
型
保
育 

小規模保育 3 3 3 3 3 

家庭的保育 1 1 1 1 1 

居宅訪問型保育 0 0 0 0 0 

事業所内保育 0 0 0 0 0 

認可外保育施設（※） 0 0 0 0 0 

※ただし、県や市町が運営費支援等を行っている施設に限る。 
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３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

（１）地域子ども・子育て支援事業の推進 

①利用者支援事業 

こどもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の

情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施す

る事業です。 

 

【地域子育て相談機関】 

身近な場所で気軽に相談できる子育て相談機関を増やすことにより、妊産婦、子育て世

帯の不安解消や状況把握の機会を増やし、保護者等が子育て支援を円滑に利用できるこ

とを目的としています。 

 

【こども家庭センター】 

母子保健と児童福祉に関する相談や支援を一体的に行う施設で、妊産婦や子育て世帯、

こどもに対して切れ目のない支援を行うことを目的としています。 

真岡市では、令和６年４月１日に設置し体制を整備しました。 

 

■今後の方向性 

◆保育所等の子育て支援機関の施設や場所において、全ての子育て世帯やこどもが身近

に相談することができる相談機関を増やすことを検討します。 

◆気軽に相談できる場として、ホームページや広報紙等を活用し、広く市民に周知しま

す。 

 

■量の見込みと確保方策 

【地域子育て相談機関】 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（か所） 2 2 2 2 2 

 

【こども家庭センター】 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（か所） 1 1 1 1 1 
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②地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報

の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆本市では、２か所の施設で実施しており、令和５年度の実績は 21,551人日（０～５歳・

保護者）となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆子育てを取り巻く環境の変化等に伴い、子育てに不安を抱える保護者も増加している

ことから、関係機関と連携を図りながら安心して子育てできる体制整備に努めます。 

◆第一・第二子育て支援センターが複合交流拠点施設「monaca」の子育て支援センター

へ令和６年度に移転し、新たな子育て支援拠点として、こどもも保護者も安心して楽

しめる居場所の提供をします。 

◆立地適正化計画によるまちづくりとして、真岡駅子ども広場が都市機能誘導区域に指

定されており、都市機能としての役割を担う施設として運営していきます。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 26,091 26,091 26,091 26,091 26,091 

 

２～５歳（人日）      

小学生（人日）      

確保方策（か所） 2 2 2 2 2 

※地域子育て支援拠点事業の量の見込みは、国では 0-2歳児の延べ利用人数としているが、本市では 2-5歳児

及び小学生を含めた量の見込みを設定している。 
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③妊婦健康診査 

妊産婦の健康の保持及び増進を図るため、妊産婦に対する健康診査として、健康状態の

把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中及び出産後の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆妊産婦健康診査の年間延べ受診回数は、令和２年度 6,279人回、令和３年度 6,415人

回、令和４年度 5,271人回、令和５年度 5,237人回となっています。 

◆妊娠届出数は、令和２年度 509人、令和３年度 489人、令和４年度 469人、令和５年

度 421 人となっています。令和５年度の１人あたりの受診回数は 12.4 回となってい

ます。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆母子の健康保持のため、医療機関との調整を図り、事業量の確保に努めます。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

妊婦健康診査 

量の見込み（人回） 
4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 
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④乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、養育環境の把握とともに、子育て

の孤立を防ぐため様々な不安や悩みの相談、子育て支援に関する情報等を行う事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆乳児家庭全戸訪問事業の実績は、令和２年度 473人、令和３年度 508人、令和４年度

421人、令和５年度 425人と、減少傾向で推移しています。 

◆計画期間中の量の見込みは、出生時全員が事業対象であることから、０歳児の推計人

口とします。 

◆新生児・乳児がいるすべての家庭を対象にした訪問体制を確保します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人） 439 434 431 428 426 
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⑤養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

児童虐待防止や育児不安を抱えているなど養育支援が特に必要な家庭を対象に、その

居宅を訪問し、養育に関する助言や相談支援を行う事業です。 

また、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図る

ため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化とネットワーク機関

間の連携の強化等を行い、児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応に努めます。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆養育支援訪問事業の訪問実績（延べ件数）は、令和２年度 269件、令和３年度 271件、

令和４年度 253件、令和５年度 228件となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆養育支援が特に必要である家庭等に対し、支援を行う体制を確保します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 255 255 255 255 255 
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⑥子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

・短期入所生活援助事業（ショートステイ事業） 

・夜間養護等事業（トワイライトステイ事業） 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆子育て短期支援事業の実績は、令和５年度 25人日となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆提供体制として、５施設との連携を図り、養育支援が必要である家庭等に対して支援

を行う体制を確保します。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 35 35 35 35 35 

確保方策 
（人日） 35 35 35 35 35 

（か所） 5 5 5 5 5 

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の

援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に

関する連絡、調整を行う事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆令和５年４月１日現在の会員数の内訳は、依頼会員が 283人、提供会員が 33人、両方

会員が５人で、活動件数は 78件となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆多様なニーズに対応するため、提供会員の確保に努め、活動件数の増加を図ります。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 220 240 260 280 300 

確保方策（人日） 220 240 260 280 300 
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⑧一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼

間において、保育所（園）、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点その他の場所に

おいて、一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

ア 認定こども園・幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（幼稚園型） 

◆一時預かり（幼稚園型）の１号による利用実績は、令和２年度 2,630人日、令和３年

度 2,357人日、令和４年度 2,183人日、令和５年度 1,393人日となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆現在の実施か所数を維持し、事業量の確保に努めます。 

 

イ 一時預かり事業（幼稚園型を除く）、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化

事業を除く）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ事業） 

◆令和５年度の実績は、一時預かり事業（幼稚園型を除く）が 215人日、子育て援助活

動支援事業（病児・緊急対応強化事業を除く）が 19人日となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆一時預かりに対するニーズは高いことから、現在の実施か所数を維持し、事業量の確

保に努めます。 

 

■量の見込みと確保方策 

【ア 認定こども園・幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（幼稚園型）】 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み 

（人日） 

１号による利用 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 

２号による利用 － － － － － 

確保方策 
（人日） 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 

（か所） 8 8 8 8 8 
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【イ 一時預かり事業（幼稚園型を除く）、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強

化事業を除く）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ事業）】 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 317 317 317 317 317 

確保方策 

（人日） 

一時預かり事業 

（幼稚園型を除く） 
245 245 245 245 245 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業を除く） 
72 72 72 72 72 

子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ事業） 
－ － － － － 

確保方策 

（か所） 

一時預かり事業 

（幼稚園型を除く） 
5 5 5 5 5 

子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ事業） 
－ － － － － 

 

⑨時間外保育事業（延長保育） 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用日及び利用時間以外において、保育所

（園）、認定こども園等において保育を実施する事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆令和５年度の実績値は、年間実利用者数は 442人となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆現在の実施か所数を維持し、事業量の確保に努めます。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人） 420 420 420 420 420 

確保方策 
（人） 420 420 420 420 420 

（か所） 12 12 12 12 12 
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⑩病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

病児・病後児保育について、病院・保育所（園）等に付設された専用スペース等におい

て、保育士や看護師等が一時的に保育等をする事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆本事業は、平成 30 年度まで広域連携した病児対応型施設と病後児対応型施設の計２

か所で実施しており、平成 30 年度の実績は 70 人日となっています。平成 31 年４月

より病児対応型施設が市内に開設したことにより、広域連携を終了し、現在は２施設

となっています。 

◆新たに開設した病児対応型施設の実績を基に、ニーズが高い事業であることから、一

定期間は増加傾向、その後は一定量の見込みを設定します。 

◆仕事と子育ての両立支援の一環として、事業の維持・確保に努めます。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み 

（人日） 

病児保育事業 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 

病後児保育事業 50 50 50 50 50 

確保方策 

（人日） 

病児保育事業 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 

病後児保育事業 50 50 50 50 50 

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業） 
－ － － － － 

確保方策 

（か所） 

病児対応型 1 1 1 1 1 

病後児対応型 1 1 1 1 1 
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⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終

了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健

全な育成を図る事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆令和６年５月１日現在の放課後児童クラブは 32支援の単位（クラス）となっています。 

◆放課後児童クラブの利用児童数は、令和２年度 799人（低学年 673人／高学年 126人）、

令和３年度 874人（低学年 720人／高学年 154人）、令和４年度 868人（低学年 693人

／高学年 175人）、令和５年度 948人（低学年 779人／高学年 169人）となっています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆女性就業率の上昇等により、放課後児童クラブに対するニーズは高いことから、事業

の維持・確保に努めます。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み 

（人） 

低学年 

(1-3年生) 
759 750 744 741 727 

高学年 

(4-6年生) 
178 175 166 159 148 

合 計 937 925 910 900 875 

確保方策 

（人） 1,132 1,132 1,132 1,132 1,132 

支援の単位 

（クラス） 
32 32 32 32 32 
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⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

支給認定保護者の所得状況及びその他の事情を勘案して、国が定める基準に従い、特定

教育・保育施設等に対して当該支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教

育・保育に必要な物品の購入に要する費用または行事への参加に要する費用等の全部ま

たは一部を助成する事業です。 

 

■今後の方向性 

◆国の基準に準じて助成を実施します。 

 

⑬多様な事業者の参入促進・能力開発事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

■今後の方向性 

◆今後の動向に応じて検討します。 
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⑭子育て世帯訪問支援事業 

家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がい

る家庭等に対し、ヘルパーを派遣し、食事や洗濯、育児などの支援を行う事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆実態等を考慮し、量の見込みを設定します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 19 53 51 49 48 

 

⑮児童育成支援拠点事業 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所となる

場を開設し、多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、

食事の提供等を行うとともに、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、適切な関係機

関へつなぐ等、児童の状況に応じた支援を包括的に提供する事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆実態等を考慮し、量の見込みを設定します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人） 15 15 15 15 15 
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⑯親子関係形成支援事業 

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講

義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報

の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に

悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆実態等を考慮し、量の見込みを設定します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人） 10 10 10 10 10 

 

⑰産後ケア事業 

出産後１年以内の母子に対して、助産師等の専門職が心身のケアや育児サポート等の

支援を行う事業です。病院・助産所・診療所等へ数日宿泊する宿泊型、病院・助産所・診

療所等へ通う通所型、助産師等が家庭訪問する居宅訪問型があります。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆産後ケア事業の実績は、令和２年度２件、令和３年度５件、令和４年度 22件、令和５

年度 38件と、増加傾向で推移しています。 

◆計画期間中の量の見込みは、実績を基に設定します。 

◆生後１年以内の母子すべてを対象にした事業体制を確保します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人日） 55 55 55 55 55 
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⑱妊婦等包括相談支援事業 

妊娠期から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な

情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行う事業です。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆妊娠届出数は、令和２年度 509人、令和３年度 489人、令和４年度 469人、令和５年

度 421人となっています。 

◆面談回数等を考慮し、量の見込みを設定します。 

 

■量の見込み 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

量の見込み（人回） 1,107 1,035 969 906 846 

 

⑲乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

保護者の就労を問わず、保育所等に入園していない０歳６か月から満３歳未満を対象と

して、月一定時間まで時間単位で柔軟に保育所などを利用できる制度で、令和８年度より

開始となります。 

 

■量の見込みの算出根拠 

◆こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業を踏まえ、対象年齢は０歳６

か月から満３歳未満の未就園児と仮定した推計人数、月一定時間は 10 時間と仮定し

て設定します。 

 

■量の見込みと確保方策 

区分 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

０歳児 

量の見込み 

（人日） 
－ 8 7 7 6 

確保方策 

（人日） 
－ 8 7 7 6 

１歳児 

量の見込み 

（人日） 
－ 6 6 5 4 

確保方策 

（人日） 
－ 6 6 5 4 

２歳児 

量の見込み 

（人日） 
－ 8 7 6 5 

確保方策 

（人日） 
－ 8 7 6 5 
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４．子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び推進体制 

（１）子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び推進体制の内容 

①認定こども園の普及に係る基本的な考え方 

認定こども園は、保育所（園）及び幼稚園の機能をあわせもち、保護者の就労状況にか

かわらず、こどもを受け入れられる施設です。 

本市においては、子ども・子育て支援新制度による施設型給付制度の創設や認定こども

園制度の改正等により、地域のこどもを幼稚園、保育所（園）に区別せず、ともに育てて

いくという幼保一元化を推進します。 

②幼稚園教諭と保育士等との合同研修に対する支援 

保育所（園）、認定こども園、幼稚園は、質の高い教育・保育や一体的な教育・保育を

行うため、保育教諭、幼稚園教諭及び保育士による合同研修や人事交流等を推進し、互い

の理解を深めるとともに人材育成に努めるものとします。 

本市では、研修に必要な助言等の支援を行います。 

③教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の役割と必要性 

ア 公立の教育・保育施設の役割 

公立の教育・保育施設は、教育・保育施設間の連携事業の実施や連絡調整など、地域の

教育・保育の水準の維持・向上を図るための基幹的な役割を果たしています。特に配慮が

必要なこどもを対象とする特別な支援、家庭の養育力の低下等による家庭での保育困難

なケースへの対応など、教育・保育施設のセーフティネットとしての役割を担っています。 

 

イ 私立の教育・保育施設の役割 

私立の教育・保育施設は、増大する保育需要に柔軟に対応するとともに効率的かつ迅速

な運営により、多様化する保育ニーズに対応した教育・保育事業を提供します。 

 

ウ すべての家庭への子育て支援の充実 

すべての子育て家庭の多様なニーズに対応するため、放課後児童クラブや地域子育て

支援拠点事業による相談・交流事業などの充実を図ります。さらに、教育・保育施設や子

育て支援に関する情報提供を行い、子育て支援の充実に努めます。 
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④教育・保育施設及び地域型保育事業者との連携の推進方策 

教育・保育施設は、地域における子育て支援の中核的な役割を担います。一方、原則と

して３歳未満の保育を必要とするこどもが利用する地域型保育事業においては、集団保

育のほか、屋外遊戯場における活動なども保育に係る重要な要素となってきます。 

このため、合同保育・園庭開放などのほか、発達に遅れの可能性があるこどもの早期発

見やその家族に対する相談についても、教育・保育施設との連携が必要となってきます。 

⑤保育所（園）、認定こども園、幼稚園と小学校等との連携の推進方策 

ア 保育所（園）、認定こども園、幼稚園から小学校への円滑な接続 

幼児期の学校教育は、こどもたちの「生きる力」の基礎や学校教育の基盤を培う重要な

時期です。 

保育所（園）、認定こども園、幼稚園は、担当職員と小学校教諭との意見交換会や相互

参観等の実施を通して小学校との連携を図り、小学校教育への円滑な移行に努めます。 

 

イ 放課後児童の健全育成の支援 

保育の必要な児童たちは、小学校就学後に留守家庭児童となることも多く、安全な居場

所の確保が必要となってきます。 

多くの保育所（園）、認定こども園、幼稚園が、教育・保育施設と併せて放課後児童ク

ラブを設置していることから、日ごろより小学校との連絡を密にし、放課後児童の安全と

健全な育成の支援に努めます。 
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第６章 計画の指標及び推進体制と進行管理 

１．計画の指標 

 

№ 指標 該当施策 現状値 
目標値 

（令和 11年） 

１ 
合計特殊出生率 

資料：栃木県保健統計年報 
計画全体 

1.11 

（令和４年） 
1.54 

２ 

真岡市で子育てをしたいと思う親の割合 

（「その居住地で今後も子育てをしたいか」に対して

「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計値

（各健診の平均値）） 

資料：乳幼児健診 「健やか親子 21」アンケート 

（４か月児、１歳６か月児及び３歳児） 

計画全体 
98.0％ 

（令和３年） 
維持 

３ 

子育てを楽しいと感じる割合 

（「楽しいと感じることの方が多い」） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ調査 

計画全体 

就学前児童の保護者 就学前児童の保護者 

64.1％ 

（令和５年） 
75.0％ 

小学生の保護者 小学生の保護者 

58.1％ 

（令和５年） 
67.0％ 

４ 

「ヤングケアラー」という言葉を聞いたことがあり、内容

も知っている割合 

（「聞いたことがあり、内容も知っている」） 

資料：子どもの生活に関する調査 

計画全体 

中学２年生 中学２年生 

51.4％ 

（令和５年） 
80.0％ 

５ 

「自分の将来について明るい希望がある」というこども・

若者の割合 

（「希望がある」と「どちらかといえば希望がある」の

合計値） 

資料：子ども・若者の意識と生活に関する調査 

計画全体 

こども・若者 こども・若者 

68.6％ 

（令和５年） 
80.0％ 

６ 

児童虐待または児童虐待の疑いがあるお子さんがいる

場合、どこに相談・通報するかわからない保護者の割合 

（「どこに相談・通報するかわからない」） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ調査 

基本施策１ 

就学前児童の保護者 就学前児童の保護者 

8.7％ 

（令和５年） 
5.0％ 

小学生の保護者 小学生の保護者 

8.9％ 

（令和５年） 
5.0％ 

７ 

学校に行くのが好き・楽しみの割合 

（「まあまああてはまる」と「あてはまる」の合計値） 

資料：子どもの生活に関する調査 

基本施策２ 

中学２年生 中学２年生 

80.3％ 

（令和５年） 
85.0％ 

８ 基本施策３に掲げる事業に参加した若者の人数 基本施策３ 

こども・若者 こども・若者 

193人 

（令和５年） 
上昇を目指す 
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№ 指標 該当施策 現状値 
目標値 

（令和 11年） 

９ 

いじめに対して心配している割合 

（「まあまああてはまる」と「あてはまる」の合計値） 

資料：子どもの生活に関する調査 

基本施策４ 

中学２年生 中学２年生 

42.8％ 

（令和５年） 
30.0％ 

10 

子育てに関する情報が入手できている割合 

（「充分に入手できている」と「ある程度入手できている」

の合計値） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ調査 

基本施策５ 

就学前児童の保護者 就学前児童の保護者 

67.6％ 

（令和５年） 
70.0％ 

小学生の保護者 小学生の保護者 

57.3％ 

（令和５年） 
70.0％ 

11 

男女の固定的役割意識は解消されていると感じる市民

の割合 

（「思う」と「どちらかと言えば思う」の合計値） 

資料：市民意向調査 

基本施策５ 
51.7％ 

（令和５年） 
60.0％ 

12 

子育てと仕事を両立する上で大変だと感じる割合 

（「子育てとの両立」） 

資料：子ども・子育て支援事業ニーズ調査 

基本施策５ 

就学前児童の保護者 就学前児童の保護者 

64.1％ 

（令和５年） 
50.0％ 

小学生の保護者 小学生の保護者 

54.2％ 

（令和５年） 
40.0％ 

13 
待機児童数 

資料：保育課 
基本施策６ 

０人 

（令和５年） 
０人 
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２．計画の推進体制と進行管理 

本計画は、真岡市のこども・若者、子育て支援に関する基本的な方向性を定めたもので

す。各施策の推進については、関係各課が連携し、全庁的な体制で取り組んでいく必要が

あります。このため、本計画の推進にあたっては、庁内関係各課と連携しながら、事業実

施に伴う調整や毎年度の計画の進捗状況を把握し、点検・評価を行います。 

また、市民や地域活動団体、関係機関からなる「真岡市子ども・子育て会議」を引き続

き開催し、毎年度の計画の進捗状況について、点検・評価し、必要に応じて見直しを行い

ます。 

なお、結果については、市のホームページ等を通して市民に公表します。 

 

＜ＰＤＣＡサイクルの概念図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・子育て会議の役割 

子ども・子育て支援法第 77 条第１項に規定されている市町村に設置される会議の役割は、次のような

内容になっています。 

 

１ 自治体が教育・保育施設や地域型保育事業の利用定員を定める際や、子ども・子育て支援事業計画

を策定又は変更する際には、会議の意見を聴かなければならない。 

 

２ 自治体における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び

当該施策の実施状況について、調査審議する。 

改善（Action） 

④検証結果を踏まえて、改善 

案を作成する。 

評価（Check） 

③実行した後、計画通りの 

結果が出たか検証を行う。 

実行（Do） 

②計画であげた具体的な案を 

実際に行動へ移す。 

計画（Plan） 

①目標を立て、目標に対して

具体的な案を出す。 



 

 

 

 


	真岡市こども計画
	目次

	第１章 計画の策定にあたって
	第１章　計画の策定にあたって
	１．計画策定の背景
	２．こども基本法及び市町村こども計画とは
	３．計画の法的根拠
	４．計画の対象
	５．計画の期間
	６．計画の位置づけ
	７．基本理念～真岡市が目指す姿～
	８．こども・若者支援に係る主な関係各課等

	第２章 こども・若者を取り巻く現状
	第２章　こども・若者を取り巻く現状
	１．統計で見る本市の現状
	（１）人口の推移
	①総人口と年齢階層別人口の推移
	②児童人口の推移
	③外国籍児童人口の推移
	④世帯総数及び１世帯あたり人員の推移

	（２）人口推計
	①総人口と年齢階層別人口の推計
	②児童人口の推計

	（３）出生数及び合計特殊出生率の推移
	（４）未婚率の推移
	（５）女性就業率の推移

	２．子育て支援サービスなどの現状
	（１）保育所（園）などの状況
	①保育所（園）及び認定こども園入所児童数
	②保育所（園）入所待ち児童数
	③保育所（園）待機児童数
	④認可外保育施設の利用状況

	（２）子育て支援サービスの状況
	①一時預かり事業の状況
	②障がい児保育事業の状況
	③病児・病後児保育事業の状況
	④放課後児童クラブの状況
	⑤地域子育て支援センターの状況
	⑥ファミリー・サポート・センターの状況

	（３）幼稚園の状況
	（４）小学校・中学校の状況
	①小学校の状況
	②中学校の状況

	（５）障がい児通所施設の状況
	（６）児童虐待などの現状
	①家庭児童相談室への相談件数
	②児童虐待認知件数


	３．ニーズ調査結果から見る子育て家庭の現状
	（１）調査の概要
	①調査の目的
	②調査対象者・実施概要
	③回収結果

	（２）調査結果　ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者／ウ 妊婦
	①母親の就労状況　ア 就学前児童保護者
	②父親の育児休業の取得状況　ア 就学前児童保護者
	③病気やケガで教育・保育が利用できなかった場合の対処方法　ア 就学前児童保護者
	④子育てと仕事の両立で大変なこと　ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者
	⑤低学年における放課後の過ごし方　ア 就学前児童保護者
	⑥子育てに関する情報の入手先　ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者
	⑦市に期待する子育て支援　ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者
	⑧理想とするこどもの人数　ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者
	⑨理想とするこどもの人数は実現可能か　ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者
	⑩理想とするこどもの数を実現することが難しいと思う理由 ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者
	⑪子育てを楽しいと感じているか　ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者
	⑫真岡市の子育て環境や支援への満足度　ウ 妊婦／ア 就学前児童保護者／イ 小学生保護者

	（３）調査結果　ク こども・若者
	①未婚の理由　ク こども・若者
	②孤独を感じること　ク こども・若者
	③市に望むこども・若者施策　ク こども・若者
	④こども政策に関して自分の意見を聴いてもらえていると思うか　ク こども・若者
	⑤真岡市で安心して結婚、妊娠、子育てができると思うか　ク こども・若者

	（４）調査結果　エ 小５児童／カ 中２生徒／オ 小５保護者／キ 中２保護者
	①暮らしの状況　オ 小５保護者／キ 中２保護者
	②自身の成績　エ 小５児童／カ 中２生徒
	③－１　ヤングケアラーの認知度　エ 小５児童／カ 中２生徒
	③－２　日常的に家族のお世話を行っているか　エ 小５児童／カ 中２生徒
	④－１　ヤングケアラーの認知度　オ 小５保護者／キ 中２保護者
	④－２　日常的に家族のお世話を行っているか　オ 小５保護者／キ 中２保護者
	⑤夢と希望を持って安心して成長していくために力を入れてほしいこと エ 小５児童／カ 中２生徒
	⑥夢と希望を持って成長していける社会の実現に向けて必要だと思う支援 オ 小５保護者／キ 中２保護者


	４．計画の総括（真岡市子ども・子育て支援プラン【令和２年度～令和６年度】）
	（１）施策の成果目標


	第３章 計画の基本的な考え方
	第３章　計画の基本的な考え方
	１．真岡市の現状と課題を踏まえての方向性
	２．基本理念の実現に向けた基本施策
	３．施策の体系

	第４章 施策の展開
	基本施策１　すべてのこどもの人格・個性を尊重し、権利が保障されてくらせるまち
	１．「もおかっ子」の普及活動
	２．児童虐待防止対策の強化
	３．障がい児施策の推進
	４．外国籍のこども・家庭への支援
	５．社会的自立に困難を有するこども・若者やその家庭への支援の充実
	６．小・中学校におけるいじめ・不登校の防止・支援

	基本施策２　すべてのこどもが適切に養育され、 切れ目のない支援とともに健やかに 成長できるまち
	１．妊娠期から子育て期の切れ目のない保健対策の充実
	２．家庭教育の充実
	３．未就学児教育の充実
	４．学校教育の充実

	基本施策３　すべてのこどもが意見を表明し、 参画できるまち
	１．こども・若者の社会参画・意見表明機会の推進

	基本施策４　すべてのこどもが幸せに 成長できる家庭や環境があるまち
	１．学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実
	２．食育の推進
	３．こども・若者への切れ目のない医療体制の充実
	４．こどもの健全育成
	５．地域活動・交流の推進
	６．良質な居住環境の確保
	７．こどもの遊び場の整備
	８．こどもたちの安全の確保
	９．こどもを取り巻く有害環境対策の推進

	基本施策５　家庭や子育てに夢を持ち、 子育てに伴う喜びを実感できるまち
	１．ひとり親家庭等の自立支援
	２．子育てに関わる経済的負担の軽減
	３．子育てにおける相談・情報提供の充実
	４．子育て支援ネットワークの強化
	５．安心して外出できる環境の整備
	６．家庭生活における男女共同参画の推進
	７．子育てと仕事の両立支援の推進
	８．出会い・結婚に向けた支援
	９．不妊に対する支援の充実

	第５章 子ども・子育て支援事業計画
	基本施策６　教育・保育事業、地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保
	１．子ども・子育て支援事業計画の基本的な考え方
	（１）事業の全体像
	（２）教育・保育提供区域の設定
	（３）教育・保育の認定について

	２．教育・保育事業の量の見込み
	（１）教育・保育の給付（必要量の見込み、確保の内容、実施時期）
	（２）教育・保育の確保方策のまとめ

	３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込み
	（１）地域子ども・子育て支援事業の推進
	①利用者支援事業
	②地域子育て支援拠点事業
	③妊婦健康診査
	④乳児家庭全戸訪問事業
	⑤養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
	⑥子育て短期支援事業
	⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）
	⑧一時預かり事業
	⑨時間外保育事業（延長保育）
	⑩病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業）
	⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）
	⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
	⑬多様な事業者の参入促進・能力開発事業
	⑭子育て世帯訪問支援事業
	⑮児童育成支援拠点事業
	⑯親子関係形成支援事業
	⑰産後ケア事業
	⑱妊婦等包括相談支援事業
	⑲乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）


	４．子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び推進体制
	（１）子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び推進体制の内容
	①認定こども園の普及に係る基本的な考え方
	②幼稚園教諭と保育士等との合同研修に対する支援
	③教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の役割と必要性
	④教育・保育施設及び地域型保育事業者との連携の推進方策
	⑤保育所（園）、認定こども園、幼稚園と小学校等との連携の推進方策



	第６章 計画の指標及び推進体制と進行管理
	第６章　計画の指標及び推進体制と進行管理
	１．計画の指標
	２．計画の推進体制と進行管理


